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平成 28 年 8 月北海道大雨激甚災害を踏まえた水防災対策検討委員会(第 2回) 

 

議事録 

 

平成 28 年 12 月 27 日（火） 

 

【事務局】それでは、定刻となりましたので、ただいまより第2回平成28年8月北海道大

雨激甚災害を踏まえた水防災対策検討委員会を開催させていただきます。 

本日は、年末のお忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。

私は、司会進行を務めます国土交通省北海道開発局の○○と申します。どうぞよろし

くお願いいたします。 

まず、本日の資料の確認をさせていただきます。お手元に議事次第、委員名簿、そ

のほかに、資料-1から8がございます。あと、参考資料として1と2がございます。さら

に、委員の皆様の席には○○委員と○○委員の発表資料が配付されているかと思いま

す。欠落等ございましたら、事務局までお申しつけください。 

次に、この会議の議事につきましては報道機関に公開で開催させていただきますが、

カメラ撮りは冒頭のみとさせていただきます。議事が始まりましたら、報道機関の方

は撮影をお控えください。 

それと、会場の皆様にお願いです。携帯電話のマナーモード等の設定等をお願いし

ます。 

今回の委員会は、委員全員の出席をいただいてございます。ここで、今回初めてご

出席いただいております○○委員をご紹介させていただきます。札幌学院大学経済学

部教授○○委員でございます。 

【委員】○○と申します。よろしくお願いいたします。 

【事務局】それと、オブザーバーといたしまして、今回新たに国立研究開発法人土木研

究所寒地土木研究所研究グループ長の○○様にご出席いただいております。 

【オブザーバー】○○です。よろしくお願いします。 

【事務局】それでは、○○委員長に開催に当たってのご挨拶をいただきたいと思います。

○○委員長、どうぞよろしくお願いいたします。 

【委員長】ご存じのように、去年は関東の鬼怒川で大きな洪水氾濫被害がありました。

今年は東北及び北海道で甚大な洪水被害、災害が起きました。皆さんどうでしょうか。

この20年ぐらい、洪水あるいはゲリラ豪雨を含め、線状降水帯を含め、雨にまつわる

被害が日本列島全体で起きているというのは、統計資料を分析したとかそういうレベ

ルではなくて日々の生活の中で感じておられたり、あるいは国民のかなりの多くの方

が、何となく地球温暖化なのかな、気候変動なのかなと。いずれにしろ今までとちょ

っと違ったことが起きているのではないかと言う方が多いし、我々もそういう感じを

持っているのではないでしょうか。私は昨日の夜から札幌に入りましたけれども、タ
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クシーの運転手さんに聞くと、夏は大雨で、冬になると11月から本格的な雪が降ると。

何となく変だよねという意見が大体の庶民感覚というか、共通の感覚ではないかと思

っております。 

その中で、第2回目の北海道大雨激甚災害を踏まえた水防災対策検討委員会を開くと

いうことで、本年度内に大体の方向性とか考え方を提示できればと思っております。

恐らく来年度以降、それを踏まえてかなり本格的な、いろいろな分野にわたった検討

及び総合的な調整が行われると思っております。今日はそういうわけで、盛り沢山な

議題、審議事項、討論すべきことが控えております。委員の皆様、ひとつよろしくお

願いいたします。 

【事務局】○○委員長、どうもありがとうございました。 

それでは、議事に入る前に簡単に委員会のスケジュール、本日の議事内容をご説明

させていただきます。資料-1をご覧ください。左側の委員会の全体スケジュールでご

ざいますが、合計3回で年度末までに検討結果をとりまとめることを予定してございま

す。今回は第2回目ということで、委員会報告の骨子(案)を議論いただいた上で、第3

回目の最終報告の議論につなげていきたいと考えております。 

右側に本日、第2回の議事の内容を書いてございます。最初に、委員等よりいくつか

の話題提供をいただきます。○○委員から農業に関する話題について、国土地理院よ

り浸水範囲の地形について、さらに寒地土木研究所より今回の大雨災害を踏まえた研

究開発について話題提供をいただきます。次に、気候変動を考慮した治水対策、適応

策については日本でも初めての取り組みということでございまして、その検討方法を

ここでより詳しく議論しておく必要があるだろうということで、時間を設け議論して

いただきます。ここでは、専門で研究されている○○委員からも技術的な面からご説

明いただきます。その後、前回残しておりました河川管理者と自治体との情報連絡、

連携などのソフト施策につきまして、災害後に自治体からの意見もいただいておりま

すので、それを踏まえた上で今後の防災対応について議論いただきます。そして最後

に、本日のメインでございます委員会報告の骨子(案)について、前回の委員会におけ

る意見なども踏まえた形で骨子(案)を提示させていただいて、それについてじっくり

と議論をいただきたいと思います。 

スケジュールの説明は以上です。 

それでは、これより議事に入りますので、報道関係の方は以降の撮影はご遠慮くだ

さい。 

それでは、議事に入ります。以降の進行は○○委員長にお願いいたします。よろし

くお願いします。 

【委員長】それでは、委員会のスケジュールに従って、委員等より話題を提供していた

だきます。 

最初は、○○委員より、十勝農業の特徴と降雨災害について、よろしくお願いいた
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します。 

【委員】帯広畜産大学の○○でございます。私からは降雨災害の状況につきましては皆

さんご承知だと思いますので、ここでは十勝の畑作農業に関して紹介させていただき

ます。前回の委員会で農家の方は農地からの排水をより求めるようになるということ

を申し上げましたけれども、どうしてそう考えるのかという私の考えを報告させてい

ただきます。 

まずここに、十勝とともに同じような被害がありましたオホーツクの農業をお示し

いたしました。農家戸数のシェアとしては両方合わせて25%ほどなのですけれども、面

積シェアでいきますと北海道の3分の1を占めるという2つの大きな農業地域でかなり被

害があったわけであります。1戸当たりの経営耕地面積を見ても十勝は40haを超えてお

りますので、大きさというのをご実感いただけるかなと思います。 

主要な畑作物にタマネギを加えました両地域のシェアを、30%を超えるところだけ黄

色で示してありますけれども、このように非常に大きなシェアを持っていることがお

わかりいただけると思います。この作物が非常に大きな被害を受けたということにな

ります。 

あまり注目はされていないのですけれども、実は畜産の方も十勝地域というのは北

海道で一番の酪農地帯、肉牛飼養の地域になっておりまして、後で申し上げますよう

に、ここのところでも営農用水ですとかそういった面で大きな被害あるいは課題があ

ったわけであります。 

古くからの十勝の状況をお示ししました。先ほど申し上げましたように、１戸当た

りの経営耕地面積は今は40haです。戦後開拓等があって農家戸数が一番多かった1960

年当時は7.6haでございました。十勝にお見えになると、道路で挟まれた通称殖民区画

という正方形の地形、景観を見ることができると思いますが、あの区画が300間に300

間、540m四方で、その中に囲まれるのがおよそ30haになります。昔はその30haの区画

に農家が4軒いたのですけれども、今は40haですので、その面積を超えた農地所有が行

われて、そこで農業が行われているということになります。 

もう一つ、最近の統計がないのですけれども、機械の大型化が進んでおり、100馬力

以上のトラクターが10年前で10%を超えております。この勢いが続いておりますので、

この大きな面積を営農するために、それも家族労働力中心でございますので、機械の

大型化も進んでいる。そして、100戸当たりの台数で見ていただくとわかるのですが、

今は1軒の農家でトラクターは大体4台以上持っているという状況になっております。

そして、先ほどお示ししました酪農の方も飼養頭数が非常に大きくなっております。 

これもまた古くからの十勝地域の作物の作付けを示してございます。豆類がこのよ

うにすさまじい面積を占めておりまして、これが次第に減少して、ばれいしょですと

かビートという寒冷地作物が増加してまいります。最近増加して一番多くなっている

のは小麦でございますけれども、このように作付けが推移してまいりました。 
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ここに、私は勝手に簡易輪作値というふうに呼んでおりますが、何年に1回、ここに

掲げた小麦、てん菜、ばれいしょ、豆類が回ってくるかというのを示してあります。

豆偏作の頃というのは1年ちょっとです。つまり豆が連作になっている状態があったわ

けであります。ほかの作物が出てきましたので、輪作の年限がこういうふうにどんど

ん延びてきて、ほぼ4年に近づく、十勝の4年輪作というのがこのあたりで形づくられ

るわけです。 

今は小麦がこういうふうに増えておりますのでちょっと落ちてはいるのですが、何

とか輪作をできるだけ守ろうということで、今は3年をちょっと下回る状況になってい

ますけれども、このようなことになっています。ただ、これ以外に野菜もありますの

で、土地利用はもっと複雑になります。今は非常に単純化して示しておりますけれど

も、このように推移しています。 

輪作というのは、十勝でいきますと、およそですけれども、てん菜、ばれいしょ、

豆、麦という格好で、ここのところが入れかわる場合もあるのですけれども、ばれい

しょですとかスイートコーンですとかこういったものが入って、同じ土地のところの

作付けが年々交替するようになっています。 

秋小麦の後に緑肥ですとか、てん菜の前には堆肥等が投入されて、作物の交替によ

って連作障害を回避しながら、堆肥とか緑肥で土づくりをしていくということをずっ

と繰り返してきたわけです。こういう作付けの交替があって、いろんな作物を作るこ

とで農繁期のピークをできるだけ抑える。そういうことで、輪作というのが畑作地域

の中では不可欠なものになるわけです。 

ところが、先ほど小麦が多いというふうに申し上げましたけれども、ほかの作物は4

月、5月の春先に植えるのですけれども、秋小麦だけは9月の下旬に播種をする。遅く

とも10月上旬までには何とか播種をし終えるというのが、土地利用をしていく上での

基本になるわけであります。秋小麦の前に収穫する作物がないと秋小麦が作付けでき

ませんので、それの可能性があるものは、ばれいしょの早掘り、同じ豆の中でも金時

と呼ばれるいんげんの種類、それからスイートコーンですとか、あるいはにんじん、

早期収穫するような野菜ものが小麦の前作に来て、そして小麦を播種する。その間に

当然、耕起、整地という作業が入るわけであります。そうしないと、秋小麦の後にま

た秋小麦というふうに連作になってしまうということが出てまいります。 

今次の災害、その後ずっと十勝地域では雨が続きました。そのために作業が進まな

い。つまり、作業機が入れずに、ばれいしょ等を手掘りで手収穫した地域もかなりご

ざいます。そういう事情でしたので、とにかく小麦を作付けする圃場を確保するとい

うのが非常に大きな課題になります。 

ところが、今回は作業が進まなかったので、本当は小麦をまく圃場がないはずなの

ですけれども、小麦の作付けが行われています。ということは、小麦が連作になって

いる圃場がかなりあると推察できますので、次年度以降、小麦に連作障害等が出てこ



 - 5 -

ないかどうか、管内の農家はもちろん関係機関はかなり懸念しているところです。こ

ういうことがあって、とにかく圃場の排水能力に関しては以前から関心がありました

し、今次の災害、それからの降雨でさらに関心が深まっていると私は考えております。 

もう一つ、ちょっと小さくて申しわけないのですけれども、作物の特徴ということ

で、ここに10a当たりの収穫量の重さを示しました。お米の場合は水分をかなり飛ばし

た状態の収量ですけれども、これに比べても、かなり重いものが作付けられていると

いうことがおわかりいただけるかと思います。とにかく重量がありますので、これを

運搬することが収穫作業を円滑に行うために非常に重要な点になってくるわけであり

ます。そうしますと、おわかりいただけますように、道路というのが非常に大きな点

になってまいります。 

また、畜産にしても、餌になる牧草ですとかデントコーンは非常に重いものですし、

こういうものが円滑に運べるかどうか。もう一つ、酪農家の1日平均の出荷量というの

はほぼ1.5tぐらいになります。加工等を要しますので、これを毎日乳製品の工場に運

搬するといったこともあります。道路がなければ非常に苦労するという農業の特徴が

あろうかと思います。 

まず十勝ですけれども、畑作、畜産双方で北海道一でございます。40haを超えてお

りますので、殖民区画は道路で囲まれているのですけれども、効率的な作業のために

はこれを壊すぐらいのことも考えなければいけないのではないかと今、十勝では言わ

れることもあるわけです。 

土地利用の面では輪作というのが必須なのですけれども、少し小麦が過作傾向を持

っていますので、とにかく前の作物を確保するのが非常に重要になっています。多少

の降雨があっても大型機械を駆使した秋小麦の作付けというのが、十勝全体で畑作の

土地利用を規定するという状況になっているわけです。 

さらに、加工を必要として、重い作物を運びますので、効率的な輸送は前提条件と

なりますし、複数の作物のための畑作物の防除、家畜を飼養するための家畜の飲み水、

こういった営農用水がきちんと供給される体制がなければいけない。こういう特徴を

持っているわけです。 

水田はかなり土地改良事業等が行われていることは皆さんご承知だと思うのですけ

れども、畑作地域でも水田に負けないほどの土地改良事業が実際には行われておりま

して、それを機能的にするのが基幹的な用排水路でありますし、道路だと。こういう

ことから、より高度な土地改良が恐らく、十勝の、あるいは畑作地帯全体の農家の方

から湧き起こってくるのではないかと考えているわけであります。 

以上、簡単ですけれども、私からの話題提供にさせていただきます。 

【委員長】○○先生（委員）、ありがとうございました。貴重な情報提供をしていただき

ましたので質問等もしたいのですけれども、まとめて後で行いたいと思います。 

次に国土地理院北海道地方測量部より、台風10号等による浸水範囲の地形について
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ということで話題提供をお願いいたします。 

【オブザーバー】国土地理院北海道地方測量部の○○でございます。私からは、台風10

号、9号で浸水した地域がどのような地形であったのかということについて紹介させて

いただきたいと思います。 

  国土地理院では、国土交通省水管理・国土保全局、北海道開発局及び各地方整備局

と協力して治水地形分類図というものを整備・更新しております。これはどういうも

のかと言いますと、低地の地形の多くは河川の侵食や運搬、堆積作用によって作られ

ており、例えば、氾濫平野という地形は、何度も洪水を繰り返して土砂が堆積した結

果、平らになった土地です。何度も繰り返された現象は今後も続く可能性が高いと考

えると、氾濫平野は洪水時には浸水する可能性が高いと考えるものです。 

  ３ページ目の図が北海道における治水地形分類図の整備範囲です。青く塗っている

部分が整備済で、薄いところと濃いところがありますが、薄いところは昭和50年代に

整備してこれから更新しようというところで、既に更新済みのところが濃い青になっ

ています。更新というのは、一部時点修正と、昔は紙地図だったものをデジタル化な

どしているものです。 

  ４ページ目の図は、台風10号で浸水した戸蔦別川と札内川の合流地付近で、北海道

開発局さんの資料から浸水範囲を抜き出したものでございます。 

  この地形なのですが、浸水していた範囲の多くが氾濫平野になります。オレンジ色

で示される台地の部分にはほとんどかかっておりません。バツ印で示しているあたり

は、決壊した場所になります。旧河道と書いていますが、これは、昔川が流れていた

ところです。全てではありませんが、昔川が流れていた跡で決壊が多く発生したこと

がわかると思います。 

  ６ページ目は国土地理院が空中写真を基に判読した浸水範囲です。9月1日の12時に

撮影した時点での浸水範囲で、長く水が浸かっていた部分がわかるかと思います。 

  ７ページ目も参考ですが、浸水範囲の標高を色で示したものです。 

  ８ページ目は南富良野町幾寅の浸水範囲で、同じく北海道開発局さんの資料から浸

水範囲と堤防が決壊した場所を抜き出させていただいたものです。 

  浸水範囲が青く囲っている部分で、バツ印が決壊した場所になります。浸水範囲の

多くは氾濫平野ですが南の黄色い部分は扇状地の末端の部分になります。線状の縞模

様になっている部分が旧河道です。 

  １０ページ目は国土地理院が空中写真から判読した浸水範囲図です。薄いピンクの

部分が8月31日の浸水範囲で、濃い紫が9月1日の浸水範囲です。旧河道が、堤防の決壊

場所の近くにありますが、長く浸水していたことがわかるかと思います。 

  １１ページ目は標高と重ねたものです。西に向かって低くなっているということが

わかると思います。 

  １２ページ目は台風9号で浸水した石狩川周辺の浸水範囲を示したものです。これも



 - 7 -

開発局さんの資料から抜き出させていただいたものです。 

  １３ページ目は治水地形分類図と浸水範囲を重ねたものです。ほとんどが氾濫平野

で、旧河道と書いてある部分がありますが、このような場所が浸水していることがわ

かると思います。 

  １４ページ目は標高と浸水範囲を重ねたものです。 

  １５ページ目は台風10号で浸水した芽室川、美生川周辺の浸水範囲で、国土地理院

が空中写真から判読した浸水範囲になります。撮影した8月31日の夕方と9月1日のお昼

ごろの時点で浸水した範囲を地図に落としたものです。 

  点々とある浸水範囲は、氾濫平野にあることがわかると思います。 

  １７ページ目は、浸水範囲と標高とを重ね合わせたものです。東側に向かって低く

なっていることがわかると思います。 

  まとめますと、今回の洪水で堤防の決壊は、旧河道で多く発生しているという印象

を受けました。浸水した範囲は主に氾濫平野がほとんどと考えています。 

整備している治水地形分類図、デジタル標高地形図などは、リスクコミュニケーシ

ョンの一環として、関係者にどのような性格の土地であるかを理解して頂いた上で、

どういう治水対策が良いのかを検討するために役に立つ資料となるのではないかと考

えています。 

  簡単ではございますが、私からの紹介は以上でございます。 

【委員長】ありがとうございました。 

  それでは次に、寒地土木研究所より今年の夏の大雨災害を踏まえた研究開発につい

てということで話題提供をお願いいたします。 

【オブザーバー】寒地土木研究所の○○と申します。資料-3に従いましてご説明いたし

ます。 今回の大雨災害でいろいろ典型的な現象が起こったわけですけれども、うち

の研究所といたしまして4つほどフォーカスいたしまして、その現象に対して研究に取

り組んでいこうと考えております。 

  まず、1ページ目。今回あちこちで発生いたしましたけれども、橋梁災害への取り組

みでございます。橋梁周辺の構造物が甚大な被害を受けたわけで、特に橋梁背後の道

路の盛り土が欠けたり抜けたりして、橋そのものはそれほど大きな影響を受けていな

いのだけれども、交通が遮断されて、長期間影響が続いたという現象が起きておりま

す。 

  こういう現象は、左下の方に、これは北海道大学の○○先生（委員）の研究から拝

借いたしましたけれども、ある条件が整えば、川というのは流路が変動して暴れてま

いります。今回の出水でも、特に中小河川でこういう現象が起こって、普段の川の何

倍もの広さに河道が変動して、道路の背面をえぐっていったという現象が起きました。 

  しかしながら、蛇行に伴う迂回流が、例えば河岸ですとか橋台にどういうふうな力

を及ぼすのか、そういう設計外力を考える上での現象がまだまだよくわかっていない
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ので、こういうところにアプローチしていかなければならないと考えております。ど

ういうところでこういう迂回流が発生するのか、迂回流によって橋台背面にどういう

外力が働くのか、その外力に対して構造物としてどういうところに気をつけた設計な

り基準を今後考えていけば良いのか。そういうところにアプローチした研究をやって

いきたいというのが1点目でございます。 

  2つ目でございます。写真として今つけているのは音更川、札内川でございますけれ

ども、いずれも普段の川の流れている場所から100m以上流路が横に振れて、要は高水

敷をどんどん削って、最終的に堤防まで被災したという現象がいくつかの河川で起こ

りました。今回の現象の特徴の1つとして、長期間にわたって出水が続いたということ

があります。 

図の左下の方にグラフを書いていますけれども、これは音更川での水位の時間変化

でございます。青い線が、2011年にも音更川で似たような災害が起こったのですけれ

ども、このときの洪水の継続時間は大体5日間です。それに対しまして、今回はいくつ

かの台風、低気圧が来たということがありまして、2週間にわたって高い水位が続いた

ということもあって、河道の側方侵食が助長されたという面があります。こういう過

去経験したことがないような出水に対して、我々は河道計画としてどういうことを考

えていけば良いのかということにスポットを当てた研究をしていきたいと思っており

ます。 

もう一つ、右側の方は札内川なのですけれども、こちらの場合は現在、川の中の樹

木がどんどん繁茂してきておりまして、樹木が河道の流路の側方変位をかなり助長し

ている面があるのは事実でございます。今回もそういう樹木群の影響によって流路が

振れて、堤防が侵食されたという現象も恐らくあるのだろうと思います。こういう現

象にもアプローチしていきながら、河道計画としてどのぐらいの高水敷幅なり、河道

の中の流路の考え方をどうすれば良いのかというところに注目した研究を進めていき

たいと思っております。 

3つ目、4つ目は情報系の話になります。3つ目としましては、ICTを活用した堤防、

河岸の監視技術ということでございます。写真は南富良野町の空知川なのですけれど

も、今回の出水で、国の管理区間だけでも北海道内で6カ所もの堤防の破堤が起こりま

した。そういう破堤するところをいかに早く現象を見つけるかということで、巡視で

すとか、あるいはいろいろな監視をしていくことが非常に大事なのですけれども、い

かんせん河川の管理延長は開発局の分だけでも2,000kmほどありますので、それをマン

パワーだけでやるというのは実質不可能でございます。 

今、河川管理用のCCTVカメラが川の中に設置されております。もちろんそのカメラ

で全部の川の区間を網羅することはできないわけですけれども、カメラの画像を使っ

て、堤防等の変状をある程度自動的に解析する技術を開発することができれば、マン

パワーの不足をこのシステムによってかなり補うことも可能になってくるだろうとい
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うことで、河川管理の支援技術の一つとして、こういう技術のシステム構築も考えて

おります。 

最後、4番目です。ハザードマップに関する技術の研究でございます。今回、住民の

避難その他を含めてハザードマップというのはある意味役に立っているのですけれど

も、課題もまたいろいろ浮き彫りになってきています。今のハザードマップは紙ベー

スで、どうしても紙に打ち出して、貼って、それを見るという形で使われることが多

いのですが、インターネットなんかも使っているのですけれども、アナログ的なデー

タなので使いづらい。それから、住民以外の旅行者ですとか外国人にとっても使いに

くい。いろんな課題が出てきております。 

ということで、例えば下の方の図についていますように、ハザードマップのデータ

を、ウェブサイトの情報、例えば今はストリートビューなんかで現地の情報を見るこ

とができます。そういうウェブの技術とこういう想定氾濫の情報等を組み合わせるこ

とによって、視覚的に訴えかけるような手法を開発すると、避難誘導ですとか、自分

が住んでいるところがどういうふうに危ないのか、あるいは氾濫に対して今自分がい

るところから避難するところに向けてどういう経路を通っていけば避難できるのかと

いう避難路の検索技術、こういうものを開発することを1つ考えております。こういう

ことで、避難への支援技術を何とか作っていきたいと考えております。 

ほかにもいろいろありますけれども、今回の4つほどを研究のテーマとしてご説明さ

せていただきました。 

以上です。 

【委員長】どうもありがとうございました。それでは、今3名の委員の方々から情報を提

供していただきましたので、質問があれば、約10分間程度時間をとりたいと思ってお

ります。よろしくお願いします。 

【委員】○○先生（委員）に質問させていただきたいのですが、十勝では畑地の中での

表層土の流出というのは、今回の排水の話と関わると思うのですが、まずどんなふう

な現状なのでしょうか。また今後変えるべきという話が出ているかどうか教えていた

だけないでしょうか。 

【委員】表層土の流出がどれだけあったかというのは、なかなかわかりにくいと言いま

しょうか、恐らく被害としては把握しているのでしょうけれども、大変申しわけござ

いませんが、私はきちんと把握はいたしておりません。 

それよりも今回は、先ほどのスライドにもあったのですけれども、農地ごと全部流

されるというショッキングなことがありましたので、それが大きく報道されていると

いうのが実態かなと思います。網走地域でもタマネギ畑の表層がほとんど流されてい

る農家の方もいらっしゃって、場所による個人差が非常に大きい問題として今回あら

われているのが特徴かなと私は考えております。すみません。きちんとした回答には

なりません。 
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【委員】関連しているのですけれども、私どもが現地を見たり、報道関係のニュースな

んかを見ると、川のそばの農地はものすごく被害があるのです。それに対して農地自

体は、帯広の方だと山の方とか丘陵地帯の方もかなりな面積があると思うのですけれ

ども、今回の被害は実際に水を被ったり土砂が流出した川のそばが大きいのか、それ

とも丘陵地帯とか全体的にひどいのでしょうか。 

【委員】基本的には川の周辺部、低いところの土壌流亡といったものが多くなっている

のですけれども、かといって川から離れたところではないかというと、やはり傾斜が

あったりするものですから、そういったところでは土壌流亡は起きています。 

もう一つ、あまり目立たないと言いますのは、河川から離れた高低差のあるところ

は比較的畜産的な利用がされていますので、牧草等で覆われているところが多いので、

被害がさほどないように見えます。ただし、近年餌の値上がりがあって、デントコー

ンの作付けが広がっておりまして、デントコーンですと土が出ておりますので、そこ

のところでは土壌の流亡が起きていると伺っております。 

【委員長】そのほかにありますか。どうぞ。 

【委員】先ほど大型の機械が入らないというお話があって、排水をこれから進める要望

が強く出てくるのではないかということになると、現実に過去にもそういう状況があ

って排水対策を進めたところは被害が軽減できているということなのでしょうか。さ

らに今後やるとしたら、相当大変な時間とコストがかかるのかなと。その辺の見通し

はなかなか難しい。変な質問で申しわけないのですが。 

【委員】先ほど、私のではないスライドに、かなり低湿地的なところがあったかと思い

ますけれども、十勝も農地面積を増やす過程で国営の直轄明渠事業をやり、そして圃

場への暗渠排水事業をやって、そこに水が行くようにして、かなり良い圃場を作って

きた地域が非常に多くございます。確かにそういうところは今回の水害の中でもかな

り耐えられたとは思うのですけれども、今回はその雨が圃場から排水される前に次か

ら次へと雨が降ってきたわけです。そういうことがあって、とにかく圃場の傾斜があ

るとそこに水がたまっているような状況がかなり見受けられて、大型機械が入って、

圃場の中でトラクターが出てこれなくなるというようなこともかなり起きました。 

そういうことがございますので、雨が降ったら、その雨が24時間以内にはほぼ排水

されて機械で入れるというような圃場を、農家の方、そして農業関係機関の方も求め

てくるのではないか。そういうことからすると、それを受ける明渠排水ですとか、そ

れがさらに流れていく河川のところがしっかりしてこないと圃場だけやっても全く無

意味ですので、そういうつながりでかなりレベルの高い、全体的な排水管理のシステ

ムが必要になると考えています。 

【委員長】はい、どうぞ。 

【委員】関連してなのですけれども、農機具が大きくなってきて、圧密が農地にかかる。

圧密がかかって浸透がなかなかしにくいということで、心土破壊というか、圧密がか
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かったところを破壊して農地の透水を確保するというやり方もあるというお話を聞い

たことがあるのですけれども、農家の方々にそういう意識は浸透しているのでしょう

か。 

【委員】いわゆる水田でいうと心土破砕みたいなことになろうかと思います。そこまで

すぐにやるかどうかということはあるのですけれども、堆肥等の投入というのは土壌

の膨軟性を作っていくといった意味で、農家の方は、栄養分の補給だけではなくて、

土壌の軟らかさを確保する上でも重視しておられますので、すぐに事業ということに

なるかということはあるとは思うのですけれども、通常、毎年の工夫の中で何とか、

重い機械が来るのだけれども土壌が締まって排水が悪くなることを防ごうということ、

それからいわゆるサブソイラーと言いまして水を切るような農機具があるのですけれ

ども、ああいったものをかなり頻繁に圃場に入れているということは行われています。 

【委員】わかりました。ありがとうございます。 

【委員】○○先生（委員）にばかり質問が集中して申しわけないのですけれども、農業

は今回の重要な課題だと思うのです。今回は表土が流亡して畑に大きな被害があった

ということなのですけれども、もし表土が流亡しなくて浸水だけが起きたとしても、

畑の作物というのは壊滅的な被害を受けるものなのですか。それとも、水稲みたいに、

ある程度浸水してもそんなに被害はなく食いとめられる畑作物というのはないのでし

ょうか。 

【委員】土壌流亡が起こった箇所というのは、十勝全体からいけばかなり限定的だと思

います。ただし、そこの場所自体は壊滅状態だったということが被害の程度としてあ

るかと思います。そして今回は、雨が降って、さらにその後も降り続いて、圃場の中

で例えばばれいしょ等がそのまま腐敗してしまうということが実際に起こっておりま

すので、雨があること自体でかなり被害があるということがもう一つ、それに付け加

わる。それが広範囲のいろんな農家の方でそういうことが起きたということだと考え

ております。 

【委員長】もう一件ぐらいどうですか。 

【委員】国土地理院さんに関連してですが、今回堤防が決壊した場所は、戸蔦別川、札

内川はほとんど全部が堤防の下を旧河道が走っているところで、空知川もみんなそう

なのです。これは開発局さんに聞く話かもしれませんけれども、堤防を作るときに、

旧河道の跡の上の堤防は何か特別な処理はしているのか。もしくは、今後復旧工事と

か計画なんかの面では、旧河道のことというのはどういうふうに意識して新しい計画

につなげていくのかというのを教えていただきたいと思います。 

  それが1点と、寒地土木研究所さんの方で、4ページに検索システムイメージという

のがありますよね。豊平川が氾濫して下流に広がっていくときに、赤い線に沿って避

難したら良いのではないか、氾濫地を避ける形で避難するべきだというシステムかも

しれませんけれども、これだと、これから氾濫が広がってくるところに迂回して避難
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しなさいということになるので、こういう情報とか、今回も避難するときに橋を渡っ

て被害に遭った方も多いようですから、そういう情報とか、あと左側の3次元マップも、

一見これだと水がついているのですけれども、自分だと泳げるから良いやという感じ

なのですけれども、水深が20cm、30cmでも流れが速いと生死に関わるので、どうせ示

すのならもっと厳しい感じの方が良いのではないかと思うのですけれども、その辺い

かがでしょうか。 

【委員長】最初の質問の方をまず。 

【事務局】開発局からお答えいたします。通常、構造令の中で明らかに旧川の跡は一種

側帯と言われておりまして、浸透しないように矢板でありますとか側帯等で堤防を太

くするという対策がとられます。今回の被災箇所で言いますと旧河道跡にも接してお

りますので、その場所以外も地質調査等を実施しまして、浸透のパイピングとか堤体

の滑りも含めて堤防の信頼性を確認して、必要な場合には浸透対策を実施することと

しています。 

  今までの調査結果の中では、浸透に対しては安全性を確保していると。今後、開削

調査とかで新しい条件が変わればまた別ですけれども、必要に応じて浸透対策の実施

を進めているところでございます。 

【委員長】日本中、堤防決壊のところでは多くの場合、旧河川のところの堤防が決壊す

るというか、越水的ではなくて侵食的に決壊するというのが多いのですけれども、私

自身もいろんな関係者からそれをよく聞くのです。一見もっともらしいですよね、昔

の川の跡の堤防は侵食を受けやすい。でも、なぜですかと聞いたときに、きちんと答

えられる人はそんなにいなくて、雰囲気的にはわかるけれども力学的になぜですかと

言われたら、そのなぜかがわからない限り対策の打ちようがない。これが、今後の大

きい、研究者レベルの研究課題の一つかと思っております。 

  もう一つの質問は全体の中で議論しましょうか。よろしいですか、それで。 

【委員】そうですね。 

【委員長】後半はかなり突っ込んだ議論もできると思いますので。 

  それで、最初のスケジュールで、気候変動に関する議論をこれから行いたいと思い

ます。事務局より気候変動に関する検討方法について説明をお願いしますが、その前

に、ここにはいろんな関係者の方がおられますので一言言っておきますと、世界中は

地球温暖化に伴う気候変動に対する治水上の適応策を、主に先進国は何らかの法律を

作って対策を出している。世界で先進国と自称している日本に対して、日本はどうい

うことをやっているのですかと聞かれるのですけれども、何もできていない。1つには、

今までの治水計画があって、それすらまだ整備率7割を切っているレベルで、そこに地

球温暖化、気候変動に伴う激しい豪雨がやってきている。そういう現状の中で今後ど

ういうふうに考えたら良いか、事務局からまず説明をお願いしたいと思います。 

【事務局】それでは、事務局から資料-4、北海道における気候変動への取り組み方針に
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ついて説明させていただきます。A3の1枚ものでございます。 

  まず最初に、課題、背景を記載させていただきました。この夏、1週間に3つの台風

が相次いで上陸いたしまして、年間降水量に匹敵するような降雨量を記録。その結果、

各地で河川が氾濫いたしまして、交通網の途絶でございますとか、あるいは農地に甚

大な被害をもたらし、全国的に野菜価格の高騰等という影響が波及したところでござ

います。 

  気象の状況につきましては、北海道においても短時間降雨や、あるいは線状降水帯

の発生頻度が増加し、既に顕在化しつつある状況となっております。また、IPCCの第5

次評価報告書では、極端な降水がより強く、より頻繁になる可能性が非常に高い。環

境省がまとめております我が国への影響ということでも、確実視されておるところで

ございます。 

  各国の気候変化への対応ということで、現状を2つ目の丸のところで記載しておりま

す。温暖化ガスの排出抑制に最大限努めましても、気候変化を完全には抑制できない。

また、事後的な対応をとるよりも事前の適応策をとっておいた方が、影響の被害額、

また事前の予防策の費用の総和を抑えることができる。前回この委員会でも座長から

ご説明いただきましたように、気候変動による極端な豪雨というのは決して将来にだ

け起こるわけではなく、現状でも一定の確率で生じるおそれがあることを背景として

いると思いますけれども、長期的な気候変化を見据えた対応をすることが現在の異常

気象災害のリスクの抑制にもつながるということがございまして、現在世界各国で適

応策への取り組みが進んでいるところでございます。 

  一方、我が国の状況で言いますと、気候変動の適応策はソフト対策等、まだ限定的

なものとなっておるのが現状でございます。なぜ北海道から始めるべきかというとこ

ろでございますけれども、本年3月に閣議決定いたしました北海道総合開発計画におき

まして「北海道は世界のフロンティアとして先導する気概を持って取り組む」でござ

いますとか、さらに「気候変動の影響・予測・評価をして、それを踏まえた適応策を

推進する」と既にその中で記載されておるところでございます。これらの背景のもと

に、気候変動が現実のものになったとの認識のもと、大雨激甚災害を受けた北海道か

ら適応策に取り組むという方向で検討を進めてまいりたいと思っております。 

  めくっていただきまして、裏面を説明させていただきます。それでは具体的に検討

をどのように進めていくかということを事務局案として記載しております。1番目につ

きましては、気候変動の影響を予測するということでございます。科学的にいかに妥

当な予測結果を算出していくかということで、温暖化シナリオの選定、これは排出ガ

スとか成長モデルによりましてどのようなシナリオを採用するのか。 

あるいは、最新の科学的知見に基づく将来予想でございますけれども、不確実性が

生じると言われておりますけれども、その不確実性を極力少なくするために、様々な

全球モデルあるいは領域モデルを組み合わせ、またアンサンブルの計算を行うことに
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よって、計算結果の母数を増やすことによって信頼度をある程度高めていくことがで

きるのではないかと考えております。 

そのような気象の予測、気候の予測モデルから、降雨量、あるいは降雨量だけでは

なくてその変動の幅がどの程度あるのかを評価していく。それに基づいて、前回の委

員会でも、特に流出の状況が過去と違っていたというご指摘もいただいておるところ

でございます。そのような洪水流出量がどのように気候の変化、降雨量の変化に伴っ

て変動していくのか、そのような影響評価をまず行うべきと考えております。 

  さらには、今現在、例えば50年に1度の洪水に対応できる規模であったとしても、将

来、子供の世代になりますとそれが30分の1に下がってしまう。今以上に安全度が下が

ってしまう。そのような評価をどのように捉まえるか、どのような目標を設定するか

も考えていかなければならないと思っております。そのような科学的な知見に基づく

降雨量等の予測に基づいて、それが社会的にどのような影響を与えるのかを2番目のリ

スクの評価ということで取り組んでまいりたいと思っております。 

  右側に利根川等の事例を書いておりますけれども、これまで経済被害とか浸水面積

とか出ておりましたけれども、右下にございますような、様々なケースで人的な影響

がどのように出るのか。特に十勝方面、農業の生産空間を守るということが北海道の

使命でありますと、気候変化あるいは洪水の変化が北海道の農業等の営みにどのよう

な影響を与えるのか。そのような社会的な影響を、様々なシナリオの中、あるいは発

生確率の規模ごとに算定してまいりたいと思っております。 

  そのような影響を踏まえた上で、治水計画の前提となるような目標の水準をどのよ

うに採用すれば良いのか。例えば平均が良いのか、あるいは中央値を用いるのかとい

うふうな幅を持って考えるのか、そのような目標を検討する。あるいは、リスクを管

理する上では、命を守る対策につきましては頻度は少なくはなるけれどもリスクが大

きい場合で採用するとか、エキスパートジャッジと書かせていただいておりますけれ

ども、社会的な影響とか対応等を踏まえた判断が必要になろうと思っております。 

  3番目でございます。目標となるような水準でございますとかリスクに備える規模等

を検討した後に、どのような対応が可能か、ハード、ソフトの対策を検討してまいり

たいと思っております。そのような中で、どれぐらい治水施設でございますとかソフ

トで対応することができるのか、一方では、どこまでしかできないのかを明らかにし

て、対策を検討してまいりたいと考えております。 

そのような中で、4番目、事務局が考えておるところでございますけれども、一方で

は、整備途上であるとか財政的な制約等がある中で、現段階でどのような対応を取り

組めば良いのか、そういうことを考えてまいります。その中で、1番目として優先的に

考えるのは、将来的な手戻りを避けるためにどのような対策が必要なのかを考えてま

いりたいと思っております。手戻りを避けるためには、現在は将来浸水被害がなくな

るということを前提に経済性とか実現可能性で比較をしているところなのですけれど
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も、超過的な洪水等も発生するという形になりますと、経済性、実現性だけではなく

て将来のリスク最小化の観点あるいは早期効果発現の観点から、治水計画の見直しも

必要になるであろうと考えております。 

1ページ目に戻っていただきまして、最後の治水計画の部分だけですけれども、その

ような手戻りがないような改修のイメージを一番下の枠囲みの中で書いております。

あくまで仮の数字を入れておりますけれども、現在私どもは、長期的な河川整備の目

標の水準となるような河川整備基本方針というのを定めております。そのような中で、

将来、例えば1万m3/sの洪水を安全に貯留する、あるいは流すというふうな治水計画を

立案している。例えば気候変動によって2割程度洪水量が増える場合には、それに備え

た計画を一度立案する必要があるのではないかと考えております。 

1回目の委員会では、土木学会の調査団の報告で、ダム下流側の被害軽減に当たって

はダムの洪水調節効果が顕著であったというご指摘をいただいております。また、金

山ダムの貯留効果の操作につきましても説明をさせていただきましたが、今後、降雨

の予測あるいは洪水流出の予測の精度を上げることによって、既存施設を最大限有効

に活用する、あるいは既存施設をかさ上げして機能を増強するという対策もメニュー

の一つとして挙がってくるかもしれません。 

またその他にも、一方では、治水施設の整備ではなかなか対応することが困難だと

いうような状況も生じるかもしれません。そのような場合には、土地利用と一体とな

った治水対策とありますけれども、仮にあふれた場合でも中心市街地等につけないよ

うな対策、例えば二線堤のところで壊滅的な地域の被害を抑制する対策が必要になる

かもしれない。そのような将来像を見据えて治水計画を見直して、現在の河川整備基

本方針の内容を見直すということも一つの考え方としてあるのではないか。 

結果として基本高水流量1万m3/sということは変わっておりませんけれども、特に今

回、上流部の支川で被害が発生したということを踏まえれば、上流側の既存ダムの能

力の向上を図ることが、より一層早く効果を発現する。あるいは超過的な洪水を考え

れば、二線堤のような整備を進めた方が流域としてのリスクを最小化することになる

のではないか。そのような見直しの発想もあるのではないかということも、治水計画

論の一つとしてはあるのではないかと考えております。 

そのほか、様々な不確実性というご議論もいただいておりました。施設の設計に関

しましても、同じ雨でも1つの流量や水位になるのではなく一定の分布を持つというこ

とになりますと、施設の検討につきましてもリスクを最小化するような対策で幅を持

って施設の設計等を考える。そのような対策も反映してまいりたいと思っております。 

以上、事務局から今後の気候変動への取り組みの検討方針を説明させていただきま

した。 

【委員長】検討方法の流れ等を事務局から説明いただきましたけれども、専門の○○委

員より技術的な観点から補足の説明をお願いしたいと思います。約10分程度お願いし
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ます。 

【委員】よろしくお願いします。では、技術的側面というところに関して、気候変動の

最新の予測の方法と結果、そして観測の持つ不確実性を考慮した両者の検討というこ

とで話をさせていただきます。 

  この図は、前回の発表で紹介させていただいたものでして、石狩川流域における年

最大の3日雨量が、地球の気温が2℃上がったときにどのぐらい現在と変わるのだろう

かというものを示したものです。その際に、9通りの全球気候モデルだとか地域を細か

く見る気候モデルの組み合わせがあるのですが、1.2倍程度であったという答えを紹介

しました。その場合、現況河道を考えますと、浸水面積は2.2倍だったということです。 

  これに対して大気の自由度というのは非常に大きく、数万というスケールを持って

います。これまでの気候変動予測というのは、非常に少ない、アンサンブルメンバー

という言い方をしますが、さいころで言えば繰り返し、振り直すということで、数少

ないもので議論せざるを得ませんでした。ここに来まして、京コンピュータ等が使え

ることによって、格段にその数が増えたばかりだという現状です。今紹介させていた

だくのは、地球が4℃上昇した際どのような答えになっているのかというところです。 

  大事なところは、過去の実験と、地球全体が4℃上がった実験という2つの実験から

構成されています。過去と申しましても、ここにあります通り、天気予報をしている

わけではありませんから日々の再現ではなくて、過去の気候の中で発生し得る場を、

ずっとさいころを振り続けると思っていただきたいのですが、50年間分の再現を100メ

ンバー、100回繰り返すというものです。これに対して4℃上昇した際に関しましても、

何十年掛ける90メンバー、つまり4000年以上分の計算を今は行えるようになったとい

うところです。これはメリットがありまして、引き伸ばしを行うことなく、確率的な

議論が数理上より正しくできるようになったということがあります。 

その大量情報、アンサンブルのメリットを見ていきます。これは、現在の東京の日

降水量の頻度分布をあらわしたものです。頻度に対して日降水量がありますが、黒で

示された観測、アメダスを用いていますが、黒があります。それに対して、1回通りの

モデルの再現、10回、100回とありますが、数が増えるごとに頻度分布というのが、ま

さに分布という形を持ってくるということを示しています。一方で、右側は4℃上昇し

た際、現在というのが点線の位置に当たりますが、日降水量がどのぐらい変化するの

かというものです。多くのモデルもしくは多くのアンサンブル数、何千年という計算

を経ることによって、議論がばらつきに左右されなくなるということがあります。 

より簡潔に申しますと、例えばある中国南部で発生した年最大日降水量の1つの再現

計算と予測計算を見ますと、分布というのはこのぐらいばらついたものです。それが6

メンバー、12メンバー、100メンバーとなっていくと、非常にきれいな形の確率分布と

してスムーズな頻度分布を用いることで、10年に1度や100年に1度というような雨が議

論できるというメリットがあります。 
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地球規模で見てみますと、10年から100年に1度の大雨というものを、過去と4℃気温

が上がった場合を見てみます。これは地球全体を見ていますので、北海道における例

えば地形性の豪雨、今回の台風10号のようなものを議論するにはまだまだ粗い情報な

のですが、情報量としては非常に多いため、計算結果から直接、何百年に1回の雨に関

しても議論ができるようになっているというのが大きなメリットです。 

将来を予測する中で不確実性というのは、先ほど話にありました将来のシナリオと

いうのもあるのですが、海面水温のパターンというのが非常に大きな要素です。それ

は、使用する全球の気候モデルが持っている固有の癖にも支配されます。IPCCでは、

何十という予測モデルの中から過去を再現して、再現の良いものだけを抽出し、それ

らが将来予測する際に代表的な海面水温を統計的に抽出しました。それは6通りに分け

られます。その6通りの海面水温、かつ4℃上昇した際、年最大降水量は将来どうなる

のであろうかというのがこの結果です。 

これを見てみますと、寒い色になったところは、年最大日降水量が将来はより増え

るという答えを言っています。日本全体で言いますと、おおむね増える側に出ている

のですが、特に北に行けば行くほどその特徴が非常に際立っている。海面水温のパタ

ーンが異なっても、そこは非常に安定的であるというのが大きな情報です。ただし、

繰り返しますが、これはあくまで相関規模と言いますか、天気図スケールの大きな話

ですので、地形性豪雨等にはより細かな議論を今後必要とします。 

今、私が説明させていただいたのは、地球規模での情報を踏まえて議論したところ

です。ただし、各流域ごとの議論をするには数kmメッシュでの、力学的ダウンスケー

リングの実施が必要となります。現在、今お示ししましたのは4℃上昇というものです

が、2℃上昇というものを実施中です。それは近々できることになっていますが、それ

らが日本の気候変動予測のスタンダードデータとしてこれから使われることになって

います。このメリットは、計算するメンバー数が多い、もしくは年数の増大、数千年

分ありますが、サンプル数の多さに伴い不確実性は減少する。また、将来想定される

代表的な複数の海面水温を用いることで、様々な将来気候に対応した検討が可能にな

るということがメリットです。 

ここで、観測場所と観測数という、過去を振り返りますが、それはどのぐらいの不

確実性であったのかという点にいきたいと思います。ここで議論しますのは空知川上

流の金山ダム上流と札内川ですが、時間の関係上、特に金山ダム上流のみで今は説明

いたします。例えば計画を見ましても、雨量計をもとに議論されます。例えば金山ダ

ム上流というのは540km2程度で、雨量計は流域内に6つ存在します。札内川では15個で

す。それはどこに配置されたのかは、ある意味人間が決めたものであって、1kmごとの

雨量計は日本であっても存在しないというところに不確実性が挟まってしまいます。 

また、測り方によっても答えは変わります。例えばこれは、金山上流で台風10号の

際に雨の測り方によって累積雨量がどれだけ変わるのか、異なるのかというものです。
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これを見ますと、地上雨量、しかもそれはティーセンや流域内算術平均をする方法に

よっても変わりますし、レーダーであればそれよりは小さいというのが結果です。札

内川流域においても同様の結果です。今から話をしますのは、解析雨量と呼ばれる、

レーダーと地上雨量をあわせたものです。コンセプトは、解析雨量であれば、仮に金

山ダム流域では雨量計が6個ありますので、雨量データを6個選んだ際どのぐらいの分

布を持つのだろうかというところです。 

これは、赤平の上流を含めた確率紙をプロットしたものです。あるサンプルと思っ

ていただければ良いと思います。年最大降水量、流域平均値ですが、このようになっ

ています。これに対して今回は解析雨量が少し少な目ですが、このあたりにプロット

されます。ただし、雨量計の配置によっては、各配置を10万通り考えてみますと、こ

れだけの分布を持っています。最小の組み合わせで100mm程度、最大の組み合わせで

400mm程度です。どういうことを言っているかと言いますと、あくまで過去我々人間が

観測してきたのは、ある流域において限られた数と限られた場所において得られた雨

量が地域代表性を持っていると考えざるを得ませんから、考えた場合という一種の線

になります。それに対して、仮にほかに雨量計を人間が設置していたら、どう物の認

識は変わるのだろうかということを示しています。 

では、その認識が変わった場合、これは完全な想定を私が引いたものですが、我々

が認識もしくは採用している流域平均雨量は特定のサンプル、雨量計の場所と数から

得られる可能性の一つの事例である。サンプルの仕方によっては、超過確率というの

は異なるだろう。その幅というのが非常に重要ではないかと思っています。ちなみに

この事例ですと45mm程度で、2006年から2016年まで北海道全域の同様の検討をしまし

たが、この幅の大きさというのは、平均値に対して1割から3割程度、標準偏差で変わ

り得るということが得られました。 

一方、気候変動の予測というのは何ができるかと言いますと、数千年、今後我々が

北海道を対象に計算した場合、モデルの中でそのまま超過確率のプロットを引くこと

ができます。毎回、数十年ごとに引いて、それをアンサンブルすることができます。

それによって、過去のモデル、将来のモデルという2通りの独立したプロットが得られ

ます。あくまでモデルですので、雨の降り方に癖があったりします。したがって、実

績と直接比較するというよりは、モデル内で何年確率が将来何年確率相当だろうかと

いう検討をすべきと思っています。 

例えばモデルの中の200分の1が将来150分の1に相当するのであれば、その部分を現

在の計画の部分に読みかえるということができるのではないかと思います。また、こ

れだけ現在の情報であっても幅の中の1つの事例ですから、それは自然現象の中で許容

できるものであるというふうになります。 

その検討を、これはあくまでサンプルの図ですが、大きな降雨イベントごとに同じ

ようなことをしてみます。そうするとこのような枠ができます。繰り返しますが、計
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画降雨ごとに雨の入れかえを行った場合、どの程度の中に落ちつくのか。それは、一

種の信頼区間の一つの尺度を見たものとなります。その幅の中で将来予測を行った、

例えばモデルの中の150分の1確率が100分の1程度になるとした場合、それを観測に読

みかえて、それがこの幅の中におさまるのか、幅に対してどの程度の対応関係にある

のかというのが適応としてできると考えています。 

以上をまとめますと、数千年の組み合わせによる最新の温暖化予測ができました。

それを見ますと、北海道が日本の中では最も年最大降水量が、どんな海のパターンを

与えても増えるという特徴を有しています。この大量情報による検討というのは、ヨ

ーロッパ等先進国ではもう進められているという現状です。気候モデルの示す将来と

過去の確率年を、観測の超過確率に反映、読みかえるということが可能と考えていま

す。また、観測に起因する不確実性、どこで測ったのか、どれだけの数を測ったのだ

ろうか、もしくは事前雨量にも影響しますが、その不確実性と現在の超過確率は、掛

け算することによってリスクとなります。そうすると他分野におけるリスクと同じ意

味を持ちますから、今後どのリスクまで検討すべきかという一つの尺度がこの部分に

できるのではないかと思います。また、②番の将来予測と観測の不確実性を組み合わ

せることで、現在の計画の枠組みに対してどの程度のリスクまでを選定すべきか。ま

さにそれは、現状の施設もしくはプラスアルファの効率的運用でどこまでリスクが下

げられて、その後どういう対応を一つ一つ流域ごとにできるかという、まさに適応策

につながるのではないかと考えています。 

以上です。 

【委員長】ありがとうございます。 

  それでは、討論あるいは質問等にしばらく時間とりたいと思っております。よろし

くお願いします。事務局の説明と○○委員の説明、2つに対してお願いします。 

【委員】質問ですけれども、事務局の説明していただいた一番最後のところです。手戻

りがないようにするという方針で、一旦2割だけ基本高水というか洪水流量を増加させ

た治水対策を立案した上で、それをもう一度基本高水1万に戻すというのは、基本高水

を変えないという前提でこういうことになるわけですか。 

【事務局】手順のところで、どこまでリスクを検討すべきかということが一番大きなと

ころで、そこの部分でまずは決定される。社会的な影響が大きいのであれば、そのま

ま増やすという発想と言いますか、そういう判断もあるのかもしれません。そこはそ

こでしっかり議論を行うのですけれども、その中で、たとえ基本高水を変えなかった

としても、将来を見越してやることによって整備のメニュー自体も自ずと変わってく

るのではないか。本来はちゃんと検討の中でリスクの目標を定めますけれども、仮に

それを踏襲したとしても、整備の内容は自ずと、将来を見越した場合にはメニューの

最適案というのが変わってくるのではないか。そのような一つの案を示させていただ

きました。 
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【委員】このときの6,000という計画高水というのは、計画で6,000を目指すという意味

ではないですよね。8,000は必要なのではないかという気がするのですけれども。 

【事務局】そうです。今はまだ不確実性があるので、仮に今のところは目標だとしても、

それは将来の気候変動に備えた、後々やってくる資料として残っておるというもので

す。やめるわけではなくて、将来として第2ステップとして残していくという発想です。 

【委員】計画高水は将来も変動させないつもりですよね。 

【事務局】将来は気候変動を見越したということがありますから、そこまでは上げない

といけないという形ですので。 

【委員】○○先生（委員）にお聞きします。雨が将来d4PDFで増えていくということなの

ですけれども、こういう雨の降り方は、我々が今回経験したような、台風が来たりと

か線状降水帯が発生したりという、そういうふうに実感できるような形で雨が増える

という形で出力されるようなものなのか。要するに、計画とかに現実化するときにシ

ミュレーションがどのぐらいの結果を出しているのかという意味でお聞きしたいとい

うのが1つです。 

  あと、そういう誤差の幅があって、信頼区間みたいなものが出てくるということな

のですけれども。 

【委員長】これは、誤差ではないのです、誤りではないので。偏差です。 

【委員】はい、偏差というか信頼区間みたいな形で出てくるのですけれども、いずれこ

の中で実際の治水計画にどう反映させるかという落としどころをこれから探っていく

ことになると思うのです。例えば超安全側の考え方をするのか、平均的なものをとる

のか、先生（委員）の今のイメージというか、どういう落としどころをこれから探っ

ていけば良いのかという部分で、もしお考えがあれば教えていただきたいのですけれ

ども。 

【委員】ありがとうございます。1点目は、気候モデルというのはどのぐらいのパフォー

マンスかということでよろしいですか。 

【委員】はい。 

【委員】それは、雨のそれこそ頻度分布ですとか極値等で、観測に対して非常に高い整

合性を有しているというのが現状です。特に日本の検討は今、気象庁モデルでやって

いるのですが、私もずっと過去を振り返ってみましても、非常にある意味日本によく

合うというのが特徴です。その上でも、相対的にほかのモデルよりも日本の気候もし

くは雨の降り方の妥当性を言いやすいモデルだと思います。 

【委員】要するに、何となく増えるということではなくて、台風がきちんと発生してと

か線状降水帯ができてとか、そういう形で出力されるような結果になっているという

ことでよろしいですか。 

【委員】そういうことです。全ての物理過程が表現されます。 

【委員】ありがとうございます。 
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【委員】もう一つですが、まさにそこが議論すべきところです。今ある観測の値という

のは、真値というよりは一種の代表値というのが正しいと思うのです。つまり、ある

基準を設けなければ議論が始まらないので、代表値は代表値で動く。それに対して、

少なくとも観測の不確実性が得られる幅の中から、ある幅ずつ検討していって、ある

意味投資すること、そしてそれから受ける被害額というものの被害算定をあるインタ

ーバルごとに行うことで、実際にできるところというのが最後に落ちつくべきなので

はないかなと思います。 

【委員】いろいろなケースを検討して、その中で現実的な落としどころを探っていくと

いうスタンスですね。 

【委員】そう考えています。 

【委員長】事務局にコメントをつけ加えますと、エキスパートジャッジという言葉が出

ましたけれども、これは最近リスク管理なんかでもよく使われますが、専門家がずば

っと決めてしまうという意味ではないのです。情報を出して、皆が勉強して、またエ

キスパートが聞いて、この辺かなと。それをみんながまた聞いてと、だんだんやって

いって、だんだん落としどころが決まっていくというのが実はエキスパートジャッジ

です。一発きりで、何かお上の偉い人がずばっと決めるというのをエキスパートジャ

ッジとは言いません。もともとそういう使い方ですよね。こういう委員会を通じてだ

んだん詰めていく。最後の最後のところで皆で決めましょうねというのがエキスパー

トジャッジのはずで、そういう意図だと私は思っています。さっきの極値分布のああ

いう図なんかでも何度も何度も見せて、だんだん皆がそれなりに勉強してきて、その

中でエキスパートがきちっとリードというか、意見を集約していくリーダーとしてエ

キスパートがいる。そういう感じだと思います。世界ではそういう使われ方をしてい

ます。 

【委員】今の論点が一番重要なポイントになるということで、○○先生（委員）に教え

ていただきたいのです。先ほどのご説明で、札内川あるいは金山ダムの上流という空

間スケールでお話をいただいたわけですが、むしろ一定の偏差を持つということとセ

ットで、地域の皆さんに今後気候変動に伴って、例えば金山ダム上流の流域では今年

十勝で起きたような水害の頻度が上がっていくのかとか、あるいは規模がどうなるの

かとか、そういう議論をシミュレーションをすることによって得ることができて、提

供できるというふうに理解してもよろしいというふうに伺いました。 

  というのは、日本の場合の防災というのは大きな問題点があって、想定外が多過ぎ

る。科学的な知見が進んで、こんなことが起き得るということがわかるにもかかわら

ず、それを共有化しないで防災、減災対策をしている。さっき地理院でお話がありま

した治水地形分類図ですが、伊勢湾台風の後に中日新聞が地図は悪夢を知っていたと

いう大きな報道をしています。結局、科学的にわかっていたにもかかわらず誰も知る

ことがなかった。そういう意味で、今の話は、例えば金山ダム上流域ぐらいというよ
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うな空間単位でどんなことが起きるのかということをベースに議論するのは必須だと

思うものですから、そういう意味で伺ったわけです。 

【委員長】まとめるわけではないですけれども、地球温暖化というのは実際の現象も見

えてきた。だけれども、もともとはコンピュータで予測していた。コンピュータで予

測したことで次の政策を決めるというのは、人類史上初めてなのです。全く初めて。

それに対して日本はどうも腰が引けている。腰が引けているのは良いのだけれども、

それによって迷惑するのが国民だったら困るわけで、それなら諸外国の対応とかをし

っかり勉強して、諸外国でやっているような一定程度のレベルぐらいのことはきちっ

とフォローして、やるべきことはやらなければいけないのではないかというのが大体

の今のスタンスだと思うのです。 

今の○○委員の質問に対して、もしコメントがあったら。 

【委員】まさに各流域ごとに議論すべきと思いますし、するツールというのが、まさに

今回紹介させていただいた話だと思っています。日本はある意味、観測が非常に充実

していて、かつ流域スケールが小さかったので、観測での議論が非常にすぐれていた

というのが利点だと思うのですが、一方で大きな先進国では、測り切れないがために

前の段階からモデルでの検討にも入っていたと思います。その部分の日本との感覚の

違いが入っているのではないかと思っています。 

【委員長】そのほかにありますでしょうか。どうぞ。 

【委員】簡単に言えば、想定外と言われているようなことを想定しようということなの

ですか。 

【委員】はい。測る幅の中で、それは根拠があるというところ。 

【委員】わかりました。今まで言われていたようなことは、実は想定できるということ

なのですかね。 

【委員】実は想定外というのは2種類あるのです。わかっていたにもかかわらず対象とし

ていなかったという想定外と、自然の外力として研究をしても調査をしてもわからな

いような規模のものが起きるという、そういう2種類があると思っています。調査とか

研究で明らかにできる、手の届く範囲を想定外から外すという意味で私は申し上げま

した。 

【委員長】日本語の使い方が、想定外という言葉しか使わないというのも、非常に語彙

の貧弱さを感じています。我々だけではなくて、全て決定論でわかるわけではないと

いうのが世界の常識なのに、いつまでたってもそれは想定外なのですかと。そうでは

なくて、いろんなことがある確率のもとに起きますよというだけの話なのだけれども、

それを不確実性とか、量子力学の発展とともにその哲学がきちっと浸透してきたわけ

です。量子力学でなくても、マクロスコピックな物理系にも同じことがあるのですよ

というのが世界の流れなのだけれども、日本人はどうも決定論でしか議論しないので、

ここを何とか克服しなければまずいと思っています。 
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  さてそれで、防災対応について議論したいのですけれども、事務局よりこの夏の防

災対応について説明があります。よろしくお願いします。 

【事務局】それでは、資料-5、防災対応等について説明をさせていただきます。 

  まず、めくっていただきまして1ページ目でございます。昨年の関東東北豪雨が発生

した際に、避難勧告や、あるいは多数の方々が逃げおくれて孤立したという課題が生

じました。それを踏まえて、水防災意識社会再構築ビジョンという取り組みを進めて

いたところでございました。主な対策と書いておりますけれども、開発局、北海道、

気象台、市町村が一緒になって、防災の取り組みについて共有、連携を図っていくと

いうものでございました。この取り組みを進めている最中に今回の大雨が発生したと

いうことがございまして、この水ビジョンの取り組みが効果的であったのかどうかと

いう視点から今回整理してみました。 

  さらに、めくっていただきまして3ページ目をご覧ください。避難勧告を発令した市

町村の状況を示しております。左側の円グラフは、平成26年、関東東北豪雨の1年前、

避難判断水位を超えた際に避難勧告を発令した全国の市町村の割合を示しております。

そのときには全国で約20%、2割ぐらいの市町村が避難勧告を発令したと。一方、右側

は、今年の北海道における避難勧告の発令状況を示しております。今回は約7割の市町

村が避難勧告を発令していたと。避難勧告の発令の点からは、市町村の防災意識は高

まっていた、あるいは取り組んでいたということであろうと思っております。 

  次の4ページでございます。今度は住民の視点から見てみました。これは、今年の夏、

北海道内の避難勧告が発令された地域におきまして、どの程度の方々が避難所に避難

したのかという割合を示しております。出水のたびに徐々に避難所に避難する方々が

増えておるところでございますけれども、決してそれほど高い数字にはなっていない

という状況でございます。 

  めくっていただきまして、5ページ目でございます。今回の大雨災害を受けた後、水

ビジョンの協議会が開かれた地域がございます。そこで市町村長の方々がどのような

ご発言をされていたのかということをまとめてみました。1点目は、減災対策部会を通

じまして、タイムラインを気象台、開発建設部等と連携して策定していた。そのよう

な取り組みが有効で連携がスムーズに行えたでございますとか、あるいは協議会の中

の取り組みでホットライン、河川管理者から市町村長へ水位の切迫した状況を伝える

という取り組みをしておりましたけれども、そのような開発建設部からの水位の見込

みの情報が非常に避難勧告を判断する上で参考になったというご意見をいただいてお

りました。また、そのような中でも避難勧告に対する発令のタイミングの難しさはあ

るということでございますとか、あるいはこのようなホットライン等の取り組みがあ

るので、ぜひ北海道の管理する河川にも対象を広げてほしいというご意見をいただい

ておるところでございます。これを踏まえまして、避難勧告等を発令するのは市町村

長の責務となっておりまして、市町村長の責務を支援する取り組みとしてこのような
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取り組みが良いということでございましたら、引き続き継続して実施していくととも

に、新たに北海道が管理する河川についても、このような協議会でございますとかホ

ットラインの取り組みの検討を進めていくこととしたいと思っております。 

  次に、6ページ目でございます。一方では課題もございました。避難勧告を発令した

としても、なかなか住民は逃げてくれないということを、多くの首長さんの方がおっ

しゃっていたということでございます。そのような中で、警報等を出してあったとし

ても、住民の方々が危険性を感じていない。これは自衛隊の方のご発言ですけれども、

そのような危険性をしっかりと伝えることが大事なのではないかということをおっし

ゃっておられました。また、これも複数の市町村の方から出ておりましたけれども、

北海道は観光というものも今回の総合開発計画の目玉となっておりますけれども、観

光客の方々に避難勧告あるいは水害のリスクを伝えることが非常に難しかったという

ことも、ご発言をいただいておるということでございます。そのようなご意見を踏ま

えまして、河川の状況が切迫した場合には報道機関を通じて住民、道民にそのような

状況が伝わるように、非常体制等になった場合には臨時の定例の記者会見ということ

を話して、直接河川管理者からそのような状況を住民に伝えるという取り組みを実施

してはどうかということでございます。 

  2点目につきましては、下に水位周知河川の指定促進と書いておりますけれども、今

後浸水想定の方を、北海道、国ともにもっと対象を広げていくという形になります。

そうなると、ハザードマップは市町村が策定いたしますけれども、手元に持っていな

いとか、それを見ながら避難するのは難しいということがございます。そのようなこ

とを踏まえまして、簡単なマークを北海道中の電柱の至るところに貼るようなことを

することによって、報道機関も今は避難勧告が発令しましたまでしか言えていないわ

けなのですけれども、お近くのところで青いリボンのところまで浸水をするおそれが

あります、そのようなリスクがあるところは直ちに逃げてくださいとか、そのような

統一した規格とか用語を定めることによって、観光客も含めて住民にリスクを伝えや

すくなるのではないか、そのような取り組みをしてはどうかということを考えており

ます。また、前回は○○委員からも、先ほどは○○部長の方からも、旧河道沿いに氾

濫流が拡大する事象が多かったというご意見をいただきました。そのような治水地形

分類図とか旧河道の地形を周知していく取り組みも進めてまいりたいと考えておると

ころでございます。 

  めくっていただきまして、2ページ飛びまして10ページのところから、前回委員会で

のご意見に対する補足説明をさせていただきます。前回の委員会で、砂利採取でござ

いますとか樹木伐採を進めていくべきというご意見をいただいております。現在、砂

利採取や樹木伐採につきましては、河川管理者といたしまして堆積土砂とか樹木は河

道内の資源であるという形で見方を変えまして、積極的に民間の活力も協力をいただ

きまして、そのような対応をしていくということを考えておるところでございます。
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具体的には、砂利採取が可能な河川を広げていくでございますとか、樹木伐採の公募

ということを広げていきたいと思っております。 

現実的には、維持費が非常に厳しい状況でございます。樹木の管理を河川管理者だ

けで適切に実施していくのは非常に困難となっております。そのような中で、左下の

ところは恵庭の取り組みでございますけれども、伐採した樹木をビニールハウスの燃

料として使っていただくような取り組みということが1つございます。右側の緑色のと

ころでは、これまで河川内の樹木採取をするときは、営利目的では採取できない、あ

るいは採取しても採取料がかかるということであったのですけれども、その仕組みも

緩和いたしまして、現在公募をして手を挙げていただきますと、営利目的でも無償で

伐採できるという取り組みをしております。しかしながら、利用される民間事業者の

方々は少ないという状況でございます。経済界の方々あるいは農業関係者の方々等と

連携をしたり、あるいは樹木をバイオマスの資源としてさらに活用していく取り組み

が必要ではないか。このような取り組みを進めてまいりたいと考えておるところでご

ざいます。 

  また、11ページ目でございます。樋門・水門の管理についてでございます。前回の

検討会で、1万km以上の河川を今後どのように適切に管理していくのかということも課

題ではないかというご意見をいただいております。現状について記載しております。

北海道開発局は約1,500基、北海道は5,000基以上の水門・樋門を管理している状況で

ございます。実際に樋門とか水門は、開発局職員が直接操作しているという事例は極

めてわずかでございまして、開発局が管理している水門・樋門で言いますと、ほとん

ど全ての樋門が地先の農家の方々や自営業の方々に操作の方をお願いさせていただい

ているという状況でございます。 

一方、樋門・水門の操作と言いますと、雨の予報が出ますと遠くに行けないとか、

あるいは負担が重いということがございまして、引き受けていただける人がほとんど

いない状況になっております。このため、左下にグラフを書いておりますけれども、

年々高齢化が進んでおりまして、80歳以上の方々に実際に操作していただいている樋

門・水門等もあるという状況になっております。このような状況を踏まえまして、ま

ずは人の力に頼らない、これだけ広大な北海道で対応しておりますので、自動化、フ

ラップ化を進めるという取り組みを進めなければならない。一方、財政的な限りもあ

って、急に進めることもなかなかできない。 

そのような中で、樋門とか水門の管理は河川管理者の責務であるということは大前

提としつつも、地域の方々の協力をいただくことが必要ではないか。万が一操作の遅

れがある場合には、地域の方々が事務所に一報してもらえるような体制でございます

とか、普段から町内会や水防団の方々と操作の訓練をしておいて、鍵を預けておいて、

いざというときには操作をしていただく。様々な責任とかの整理が必要がございます

けれども、そのようなことを整理した上で、地域で河川の管理に連携して取り組んで



 - 26 -

いく、そのような取り組みが必要ではないかということで記載させていただいており

ます。 

  12ページ目でございます。また、前回の委員会の際に、特に扇状地の河川のところ

で、水とともに大量の土砂が流れることによって河道が大きく変化して被害が発生し

たというご指摘をいただいております。これは結論ではございませんで、現在の状況

等の方を示したものでございます。大きな被害が発生した河川の上流域、主な河川の

状況を12ページ以降につけております。上流域で斜面の崩壊等あるいは侵食等が生じ

たという状況を示しております。その中でも、砂防堰堤で土砂を捕捉、あるいは流木

等を捕捉しておりました。また、渓流保全工によりまして、河床とか側岸の侵食を抑

制したという効果を発揮しておりまして、砂防施設等が一定の効果を発揮したことを

確認しております。一方では、その下流域でも大きな被害が発生しておるところもご

ざいまして、土砂の生産量、あるいは流出量とか捕捉量を確認いたしまして、今後の

施設計画等の検討を引き続き進めてまいりたいと考えておるところでございます。 

  以上で事務局からの説明を終わらせていただきます。 

【委員長】今年の夏の防災対応等ということで事務局から説明していただきましたけれ

ども、当初予定より15分ぐらい遅れているのです。これについて議論もしたいのです

けれども、委員会報告の骨子の議論を今日はきちっとやらなければいけないので、そ

の議論の中で今の質問も一緒くたに議論したいと思います。この後、委員会報告の骨

子を議論するというセッションを約1時間弱設けますので、10分ぐらいトイレ休憩を入

れましょうか。では、休憩です。 

 

－休  憩－ 

 

【委員長】それでは、委員会報告の骨子(案)について、これもまず事務局から説明をお

願いいたします。 

【事務局】それでは、事務局から委員会報告の骨子(案)について説明させていただきま

す。資料-6が委員会報告の骨子の本文でございます。資料-6を1枚の概要にまとめたも

のが資料-7でございます。その資料-7を、よりわかりやすくというか、図等ビジュア

ルに説明したものが資料-8になります。本日は、資料-7と資料-8、主に資料-8で、ス

クリーンで駆け足で説明をさせていただきたいと思います。 

  まず、資料-7なのですけれども、全体としてこのような構成になってございまして、

1番から5番まであります。1番がこの災害の特徴、2番が近年の気象変化と気候変動の

影響、3番目が水防災対策の目標、4番目に目標に向けて対応すべき主な課題、最後に

今後の水防災対策のあり方ということで、7項目にまとめてございます。それでは、資

料-8に沿って、主に水防災対策の目標から説明をさせていただきます。スクリーンも

しくは資料-8の43ページ以降、駆け足で説明をさせていただきます。 
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  1番目、2番目は割愛させていただいて、水防災対策の目標ということでございます。

今年の夏の大雨激甚災害を踏まえまして、北海道から今後の水防災対策の新たなメッ

セージを発信すべくということで、目標として以下を掲げてございます。まず、気候

変動が現実のものになったと認識すべき、特に洪水経験の少ない北海道は、過去の記

録ではなく気候変動を前提とした治水対策を講じるべきということでございます。2点

目は、今年生じた様々な被害の状況を踏まえまして、被害を軽減できるような対策は

すぐに取り組んでいこう、治水計画や維持管理へ反映すべきという点でございます。3

点目は、日本の食料基地である北海道とその農業を守る治水対策を強化しよう、そし

て全国の消費者に貢献すべきという点でございます。生産空間を守る、北海道の経済

を守る、そして全国に貢献するということでございます。4点目は、そうはいっても施

設で守り切れない洪水は発生する。引き続き、命を守る取り組み、防災、減災の取り

組み、ハード、ソフトを総動員して、道民、関係機関も一体となって取り組んでいく

べきということでございます。 

  そういう目標を掲げているのですけれども、目標に向けて対応すべき主な課題がご

ざいます。まずは気候変動でございまして、これも先ほど議論しましたけれども、欧

米諸国では既に適応策が進められている一方、日本ではまだ限定的です。気候変動の

影響が大きいと言われている北海道から、日本を先導する取り組みをどう進めていく

かという課題でございます。次に、今回、局地的、連続的な豪雨で特に被害が多かっ

たのは、支川、上流部、中小河川なのですけれども、そういうところは比較的安全度

が低いという状況にありますし、扇状地河川で、土砂による影響で川が暴れやすい。

また、長い河川延長の管理の問題もございます。そういうところの治水対策だとか河

川の管理をどう効率的に行っていくかという課題がございます。次に、今後の気候変

動を考えたリスクの増大に対して、これまで以上に防災・減災対策の強化が必要でご

ざいます。施設の整備とともに、氾濫した後の対策だとか避難の確実化、ハード、ソ

フトはどうあるべきかという課題でございます。最後に、生産空間の保全に当たり、

この夏に経験した甚大な農業の被害の実態を踏まえまして、今日も○○委員からご説

明がありましたが、農地を守る治水対策を実施していく上での留意点は何かという課

題でございます。 

  ちょっと飛びまして、今後の水防災対策のあり方ということで、順に説明していき

ます。まず、気候変動を考慮した治水対策ということで、先ほども議論しましたけれ

ども、北海道における気候変動の影響を最新の知見に基づいて科学的にしっかりと予

測する。そして、将来の水害のリスク、被害の規模だとか形態だとか頻度とか、ある

いは農業だとか経済に与える影響がどのようになるかを具体的に示して、社会的に共

有するということが必要であるというふうにしてございます。それに基づいて治水計

画だとかリスク管理の目標水準を設定するということでございます。 

  次に、50ページ。気候変動を考慮した治水計画を検討すべき。その際には、リスク
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に応じてハード対策、ソフト対策の組み合わせも考えた上でリスクを最小化するとい

う観点も入れて、現時点における最適な治水計画を立案するということですけれども、

ここでは土地利用と一体となった対策を組み合わせながら計画を考えていくことにな

ろうということでございます。 

  続きまして、51ページ。先ほど○○委員からも発表ございましたけれども、目標水

準を考えていく際には、現在及び将来の不確実性の幅も考慮したリスク分析、あるい

は他分野とのリスクの相対評価を考慮していく必要があるとしてございます。 

  次でございます。気候変動の影響による将来的な外力の増大に対しては、今対応し

ておかなければ後々手戻りになる。将来に余計な負担を負わせる。それに対しては今

のうちから柔軟に対応しておこうということでございます。例えばですけれども、施

設の設計において、将来的な外力の増大で施設を改造しなければいけなくなった場合

に備えて、後々では追加的な補強や改造ができない部分に対しては今実施しておくべ

き、そのほかは将来実施すれば良い、そういうような対応を、設計や計画で考えるべ

きとしております。 

  次に、2項目めでございます。支川、上流部の治水対策でございます。通常、河川改

修というのは順次下流側から、下流の改修が済んで、受け皿ができてから上流側に進

んでいきますけれども、それでは支川や上流部の改修がなかなか進みません。下流に

負荷をかけずに早期に効率的に支川や上流部の安全度を上げるためにはどうすればよ

いか。これに対しては、今も上流部に多数、既設のダムがございます。それを有効活

用しようだとか、再開発しよう、運用の見直しにより徹底的に活用しよう、あるいは

改修にしても局所的な改修などで工夫してやろう。そういうようなことも検討して、

効率的に安全度を向上すべきとしてございます。 

  次でございます。この夏の被害の特徴でございますけれども、支川だとか上流部の

扇状地河川において、洪水による土砂の流入などの影響もあって、大きく川が暴れて、

家屋の流出、落橋などいろんな被害がございました。先ほど寒地土木研究所さんから

も、研究課題というふうに発表してございました。洪水時の土砂の挙動、流路の変動、

また河川内の樹木や流木の影響。今回の事象を調査・分析して、今後の河道計画だと

か河川の維持管理にしっかり反映させるべきとしてございます。 

  続きまして、3番目、既存施設の評価及び有効活用ということでございます。まずは

既設ダムの有効活用です。この夏の洪水では、ダムの効果は顕著でございました。も

っともっと今あるダムを有効活用できないかということで、ダムの再開発を進めるだ

とか、あるいは降雨予測の精度の向上を踏まえまして、台風が近づいてきたら事前に

貯水位を落として、洪水を調節するための容量を確保しておく操作をする。そのよう

に今あるダムを徹底活用すべきとしてございます。 

  続きまして、そういうようなことを進めるためにも、観測体制の充実、洪水予測技

術の開発が必要であるということでございます。高精度のレーダー雨量計など、観測
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精度を向上させる。また、例えば大洪水により、いざというときに計器が壊れて欠測

したときのCCTVカメラの活用など、より観測体制を充実・強化すべきである。また、

水位が短時間に上昇しやすい例えば中小河川だったりとか、今回のような連続する雨

だとか、また、短時間の集中豪雨にも対応できるよう、洪水予測技術の開発、予測精

度の向上といった技術開発を引き続き進めるべきとしてございます。 

  次は河川の堤防についてです。今年、昭和56年洪水以来となる、北海道の国管理の

河川の堤防が決壊しました。一方で、中には長い時間堤防を越えて流れたにもかかわ

らず決壊に至らなかった箇所もあったりとか、あるいは侵食だとか浸透で決壊したり

と、堤防の被害の形態は様々でございました。その堤防の被災状況について調査・分

析を行って、今後の堤防の危険度の評価とか強化対策、先ほど旧河道、旧川沿いとか

そういう話もございましたが、そういうことも踏まえて、今後の堤防管理に反映すべ

きとしてございます。 

  次に、先ほどありました河川の管理、施設の管理でございます。樋門の自動ゲート

化を進めたりとか、地域の方々の力をかりて管理体制を強化しよう。また、寒地土木

研究所からもございましたけれども、ICTといった技術を活用した河川管理の高度化、

さらには河川内の土砂とか樹木とか流木は民間でどんどん有効に活用していただこう。

そうすることによって、コストの縮減とともに地域にも貢献できる効率的な維持管理

を行っていくべきとしてございます。 

  続きまして、4番目、施設能力を超える洪水への対応ということでございます。施設

能力を超える洪水が発生するので、それを踏まえた治水対策を同時に考えていかなけ

ればいけないということでございます。まずは左上の方なのですけれども、これまで

の設計の基本である計画高水位ということでございますけれども、それ以上の洪水が

発生することも踏まえまして、特に重要な構造物は、超過洪水に対してもその構造物

の安全性をしっかり確認することを検討すべきということでございます。 

次、右上に書いていますけれども、越水しても決壊までの時間を少しでも延ばすよ

うな、避難の時間を稼ぐような堤防構造を工夫する対策。これはもう進めておるとこ

ろでございますけれども、そのような危機管理型の施設整備を検討していくべきとい

うことでございます。最後、下の方です。そのような施設構造の研究開発だとか、ま

た氾濫後の被害の抑制だとか復旧工法の技術開発。幸いにも北海道には、写真にある

ように千代田実験水路という日本最大級の実物大スケールの実験施設もございます。

そういう現地実験も行いながら、被害軽減工法といった技術開発を進めるべきとして

ございます。 

  次に、浸水被害の拡大を抑制するような対策、避難の施設の強化、そういう氾濫域

における対策です。前回も議論のございました霞堤を導入したりだとか、二線堤を整

備する。あるいは道路等の盛土によって氾濫しても市街地の中心部までは浸水が及ば

ない、そういうような盛土構造物の活用・保全をすべきということでございます。も
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ちろんこのような対策は、土地利用の規制などもセットで検討する必要がございます。 

もう一つ、避難の強化ということでございます。治水施設の整備とともに、避難場

所だとか避難施設の整備を一体的に進めるなど、ハードやソフトを組み合わせて実施

すべきということでございます。 

  次に、5番目です。許可工作物への対応です。この夏の出水では、何回もございまし

たが、橋とか頭首工だとかの工作物が被災して、経済に大きな影響を与えました。こ

れについても被災原因を解明して、今後の対策につなげていくような検討が必要だと

してございます。これも寒地土木研究所からございましたが、橋梁の防災・減災の技

術開発といったものを進めるべきとしてございます。 

  次に、6番目、生産空間、いわゆる農地の保全でございます。まず、農地を守る治水

対策でございますけれども、これを進めるに当たっても、妥当な経済投資であるかが

重要でございます。この夏の先ほども話がありました土壌流亡、農地ごと流されるこ

ととか輪作への影響、そういう影響などはこれまでの経済被害の算定には十分に盛り

込まれておりませんので、そのような農業被害の実態を踏まえて、治水対策の投資効

果のより適切な評価方法を検討すべきとしてございます。 

また、治水の方法につきましても、今日も話がございましたが、畑作地帯だとか水

田地帯、さらには農作物の違いという農地の形態によっても違うだろう。そういう形

態に応じた治水対策はどのようなものかというのを、しっかりこれも検討していくべ

きだとしてございます。 

  続きまして、河川の掘削土とか河川内の樹木とか流木について地域の農業等へ有効

活用しようということでございます。既にこの夏の大雨で土壌が流出した農地に対し

ては、河川の掘削土を活用して農地の復旧に役立ててございます。また、違う話では、

流木をハウスのボイラーの燃料として活用するなどの取り組みも既に行われていると

ころでございます。このような取り組みは、さらに民間活力を生かしながら、連携し

て進めるべきだと。これによって、河川の工事や維持管理のコストも縮減できるし、

地域の産業、農業にもメリットがある。さらにはそういった面の技術開発も推進すべ

きとしてございます。 

  最後に、7番目、防災対応の充実ということでございます。本日も、先ほど議論した

とおりでございます。水防災意識社会再構築。ホットラインとかそういう取り組みが

一定の成果を上げたということで、この取り組みを国だけではなく北海道の管理区間

にも拡大しようということでございますし、さらにリスク情報を地域と共有しようと

いうことでございます。先ほどありました旧河道など過去の地形を周知すべきだとか、

よりわかりやすく浸水リスクを表示する方法、電柱にわかりやすくマークをつけると

か、あるいは報道機関への情報提供として定期的な記者会見を開きましょうだとか、

そういうことを進めていこうと考えているところでございます。 

  以上、駆け足でございましたが、骨子の案でございます。 
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【委員長】わかりました。この骨子というのがなかなか難しくて、普通、河川計画とい

うのは、方向性を示すような計画論と、もう一つは、具体的な施設整備計画という、

大きく分ければ2つ。あるいは維持管理計画なんていうのもあります。あるいは施設の

長寿命化計画とかいろいろあるのですけれども、大きく分けて、論と、具体的に施設

を整備していく。それも、時間的にどういう順序でいくか、あるいは空間的にどうい

う順序でいくか、あるいは右岸、左岸でどう考えていくかとかあるのですけれども、

どっちかというと今日は、まだ論のところが多い話かと思います。 

例えば北海道は農地を守るんだと北海道だけで言っても、私がずっと東京にいます

と、今日も説明がありましたけれども、野菜が4倍に上がったじゃないかと東京の人に

言ったら、3日ほどだろう、何百円なら良いじゃないかと一瞬のうちに潰されてしまう

のです。その程度の論理では。もっと深めた理論武装をきちっとやらないと、言った

からといって決して実行できるわけではない。あるいは今回の災害は、中小河川及び

山地の方とかが結構あふれましたが、そこを守ろうとしてしまうと、そこを守ったが

ゆえに今度は下流の負担が大きくて、下流のリスクが増えてしまう。そういう上下流

バランス、右岸、左岸バランスなんていうのもあるのです。だから、どっちかという

と論に近いところを主に。来年度以降、それをしっかり決めた後に具体的な整備計画

に行くのかなと私は思っています。そういうつもりで議論をひとつお願いいたします。

どなたからでも。 

【委員】全体的な話では、気候変動とか不確実性をよく考えた治水対策ということで、

それについては大賛成です。ちょっと狭い話なのかもしれませんけれども、今回、土

木学会調査団として、私を含めてここにいる何人かの先生と一緒に現場を見てきたの

ですけれども、被害はほとんど、河川にしても農業にしても橋梁にしても斜面にして

も水というよりは土砂なのです。土砂というのが厄介で、多ければただ困るというだ

けではなくて、供給が少ないとグランドキャニオンみたいになっている川がたくさん

ある。かといって、出てきた土砂で下流が埋まって蛇行して、橋梁とか家屋が被害を

受けたり、局所的な問題もあるし流域的な問題もあるのですけれども、とにかく土砂

の問題がすごく目立っていました。 

それも、流量と土砂のバランスが良くないような気がしています。その辺をどうや

ってやれば良いかがわからないのにこんなことを言っているのはあれなのですけれど

も、寒地土研の取り組みのように、土砂の供給量と河道の変化を調べていくのも一つ

の取り組みだと思うのですけれども、今回見た感じとしては、局所的に見ても全体的

に見ても、とにかく土砂の被害ばかりが目についてしまったというのが印象なので、

そういうのをはっきりと明確に打ち出していくべきだと思います。 

特に今までは、河道を掘削して流下能力を増やして、それを堤防に盛ってというよ

うな治水をやっていたのですけれども、結局、音更川だとか札内川やなんかも土砂が

出てきて蛇行してしまった。堤防があってもなくてもそんなの関係なく蛇行してしま
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う感じですから、従来の治水のやり方を抜本的に見直す必要があるのではないかと思

いました。堤防とか侵食に対しては。 

  ダムについても、今回はダムの効果が歴然だったという話なのですけれども、ほか

のダムでは流木や土砂で埋まってしまっています。今回はよかったかもしれないけれ

ども、ダムを新しく作るにしても再検討するにしても、考え直さなければならないの

ではないかと思いました。ですから、今回見てきたものを踏まえたことがもうちょっ

と入ってほしいという感じがしました。以上です。 

【委員長】水の多さ、流木等、土砂。いずれにしろ○○先生（委員）が指摘してくれた

のは、今までの技術論だけではできることとできないことがあるから、ワンレベルア

ップの技術開発をしろとも言えますね。ここに座っておられる方は、主に北海道大学、

室蘭工大、北見工大の先生たちで、皆さんそれぞれの分野で日本を代表するような研

究者ばかりですので、逆に言うと、ワンレベルアップの技術を積極的に導入するとい

うことは、各委員の方にかなり期待しましょうよ。もちろん従来型の技術をうまく組

み合わせることでやれることは当然やりましょう。でも、それだけではやれないこと

は北海道からワンレベルアップの技術を積極的に使っていきましょうというようなこ

とが、○○先生（委員）の言われることになるのではないかと僕は思うのです。 

一個一個やっていくと皆さんの意見を聞けませんので、どんどん言ってください。

次、○○先生（委員）。 

【委員】ここのとりまとめに期待するのは、これまでにない新しいアイデアとか考え方

ですよね。先ほどおっしゃったワンレベルアップの技術。 

  それと、私が特に期待したいのは、霞堤、二線堤という部分。日本のほかのところ

ではかけ声はあってもなかなかできないのを、せめてもうちょっと、これでもやはり

かけ声で終わっていますよね。せめてもう少し、北海道ではこんなこともできますよ

みたいな、日本のほかのところの事例を持ってくるのではなくて、北海道ではこんな

形で霞堤が可能である、二線堤が可能であるみたいなのが。もう一回ぐらいでは議論

ができないのかもしれませんけれども、そういうところまで発信できたら良いなとい

うのが私の希望です。 

【委員長】○○先生（委員）が言われたのは、日本中で霞堤だ、二線堤だとどこの河川

整備計画でも一回ぐらいメニューは出るのだけれども、作られた試しがないではない

かと。二線堤が1カ所あるのは知っているのですけれども、それ以外ない。そういう、

昔から言われている、良いものは使う仕組みというか、そういうことですね。 

【委員】ええ。もう一歩踏み込んで。 

【委員】今の○○委員のご意見で思い出したのですけれども、二線堤とかで土地利用等

を考えて、これからは治水も考えるという決意を見せていただいたのですけれども、

そうすると、霞堤だったとしたら、農業経営というか農作物の議論にまで突っ込んだ

形で治水を考えるということもあるのかなという気がしたのです。そういうあり方も
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あるのかなと。 

【委員長】従来の堤防の後ろ側に霞堤を作るというのもある。つまり、河道掘削土砂の

捨て場として、従来型の堤防はそのままあるけれども、その後ろ側を霞堤にしておく

という手もあり得る。だから、いろんなことを考えなければいけない。 

【委員】雨量のリスク評価のところで不確実性という話があったのですけれども、今回

は半月ぐらいにわたって連続的に雨が降って、最後に飽和状態になって流出した。同

じ雨の量でもかなり流出が多かったというか、飽和状態で流出したということは忘れ

てはいけない。リスク評価のところで絶対留意すべきだと思います。 

要するに、流出についても安全側の評価をするということを今回の事例に鑑みて考

える必要があるということと、今後の治水対策とか計画の期待という話で言いますと、

ダムの機能強化。例えば音更川の上流に糠平ダムという巨大なダムがあるのですけれ

ども、あれは利水専用で発電用なのですけれども、もうちょっと機能的に。今議論は

しているのですけれども、操作ルールを考え直して治水機能もある程度持たせるみた

いなことを考えるとか、もっと言いますと、2億m3/sぐらい貯水量ありますので、さら

にかさ上げするとものすごい威力を発揮するのではないかと思います。 

  あと、J-POWERと河川管理者の情報共有は非常に重要だと思いますので、そういう対

策も進めるというようなことを発信できると非常に良いのではないかと思いました。 

【委員長】日本全国で発電用ダムをもっと有効に使えないかというと、理論上は非常に

美しいのだけれども、各電力会社は原発が動かせない中で、水力発電というのは大体

減価償却が終わっていて、それで売り上げを確保できるという現実の中で、その水を

治水に回せと言われてしまうと、全国的にはかなり厳しく言われることは事実です。

それに対してどうするか、どういう手当てが打てるかとか、そこまで議論をやってい

かないと。発電用ダムを治水に回すということをどう担保できるか、保証できるか。

でも、ダムをしっかり使い込みたいということですよね、かさ上げも含めて。 

  どうぞ。 

【事務局】事務局から説明させていただきます。利水ダムの事前放流みたいなところに

つきましては、先ほど糠平ダムの話がありましたけれども、具体的に勉強を始めさせ

ていただいておりまして、○○先生（委員）にもご指導いただいている状況でござい

ます。 

空振りリスクをどうとるかという議論になってしまいますけれども、そのためにも

流入予測をしっかり精度を向上させて、そのリスクを少しでも最小化する努力を我々

としては技術開発を含めやっていきたい。それを社会にちゃんと伝えていきたいとい

うことを取り組んでいきたいということで、骨子の中にも既存施設の評価及び有効活

用というところに書かせていただいております。 

  また、土地利用の規制であるとか、土地利用と治水の関係につきましても、生産空

間の保全のところにつきまして、畑作や水田等農地の形態等に応じた治水対策を実施
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すべきという提言を、骨子が固まればいただくことになりますので、それを踏まえて

検討を進めていきたいと考えております。 

  また、霞、二線堤の具体策なのですけれども、ここの場で具体のどの川のどの箇所

でというのはなかなか難しいです。ただ、十勝川等を含めて霞を残したままにしてあ

る箇所も川としてありまして、そういうところの活用も今後の可能性としては検討と

してあり得ると考えております。そのような検討を今後進めていきたいと考えている

ところでございます。 

【委員】具体的な川を挙げるのは、僕も難しいと思います。ただ、特定の河川を挙げな

くても、北海道だからこそできるような典型的な二線堤とか霞堤とかという概念、ア

イデアが出てくると良いのかなという話です。 

【委員長】そうなったときには水理計算等も、○○先生（委員）や○○先生（委員）に

ぜひご協力をお願いしたいですね。 

【委員】過去に埋めてしまった霞というのは結構あるのですか。その辺をもう一回見直

してみるというのもあるのではないですかね。 

【事務局】改修の途上で霞を閉じたという箇所も、現実にあります。 

【委員】地形的にとか、水の集まるところとか、先人がそういうところに霞を作ってき

たやつを埋めてしまっているのが結構あるのではないかと思うのです。 

【事務局】はい、そういう箇所もあります。地先の方々の理解をどう得ていくかという

ところを今後どういうふうに整理して進めていくかが、我々としては悩みどころと考

えているところでございます。 

【委員長】○○委員、お願いします。 

【委員】今の土地利用、あるいは霞堤、二線堤に関連する話で考えていることをお話し

したいと思います。基本的に日本では、治水対策のときに土地利用誘導規制と言いま

すが、実態あり、実効あるものはないと思って見ていただいた方が良いと思います。

というのは、土地利用の関係になると利害の調整が基本になりますから、損する人と

得する人が出る。そこを両方守ってきたのが今までの治水対策です。そういう意味で、

先ほど申しましたように、誰がどういうリスクを背負うのか、あるいはどう助かるの

か。そこをきちっと評価するという延長線上で成り立つのではないか。 

これは九州の話なのですが、北川というところで霞堤を検討した事例があります。

平成16年に大災害がありまして、急流河川なので、堤防を越えて切れたら農地が全部

流出するのです。それを選ぶのか、下流側からゆっくり入ってきて、ゆっくり水が引

いていくのを選ぶのか。地域が選択をした結果、霞堤を残したということがあります。

二線堤にしろ、地域の人に理解をしていただいた上で選んでいくというプロセスをこ

の検討の中で示せると、北海道の土地利用、農地を通じた新しい世界が構築できる。

そういう道筋になるのではないか、そういうことが目指せれば良いなと思っています

が、いずれにしろ、そこの部分を制度的に仕組み的にどう構築していくかというのは
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ものすごく重要だと思います。 

【委員】別な観点なのですが、先ほど流域の上下流とか右岸、左岸のバランスという話

が出ましたけれども、今回の大雨の特徴は、流域をまたぐ地域間というのが非常に大

きいと思います。今、とりまとめ骨子を拝見したのですが、地域としての被害という

観点をもっと記載すべきではないかなと思いました。それは新しい概念になりますが、

リスクを算定する際にも重要ではないかと思います。流域だけではなく、流域をつな

ぐというところです。 

【委員】資料-8の44ページの一番下のところに生産空間というのがございまして、生産

空間を保全する治水対策とあります。後の方の具体的なことを伺いますと、生産空間

を保全する排水対策等と連動したというように、既存の農地の方の土地改良事業と治

水事業の連動をかなり強くうたっていると思いますので、最初の方にも連動というこ

とを入れていただけないかなと。 

特に水田でありますと貯水能力がございますので、そういったものとの連動は可能

性がないのかどうか。畑地になってしまったり、転作が非常に多いので、水田の貯水

能力を思う存分発揮できない北海道の事情もあろうとは思うのですが、そういうこと

をご検討いただけないかというのが1つと、これはお伺いしたいのですけれども、前回

の会議でも、港湾のところに流木が流れ込んで非常に影響が大きいのだということが

ございました。今回も流木対策のところは出ているのですけれども、やはり河川のこ

とは河川で終わってしまうのか、出口の港湾のところはこの中ではどんなふうになっ

ているのかがわからないので、教えていただけないかと思います。 

【委員長】最後のところをお願いします。 

【事務局】今回考えておりますのは、河川のという限定になっております。河口部のと

ころで河川区域の中の流木については処理させていただいておりましたけれども、港

湾域あるいは海岸域の中で川から出ていったところにつきましては、河川事業として

なかなか流木処理ができないという現状がございまして、そこの部分については今回

の検討対象とはしておりませんでした。 

  また、先ほどの農業との連携につきましては検討させていただきたいと思います。

過去に、樋門の敷高を下げて排水性をもっと良くしようという連携事業に取り組んだ

りしておりますので、そういうことを含めて考えていきたいと考えております。 

【委員長】今のところはそれでよろしいですか。つまり、川から出たものは川が処理し

ますと。ほかのところから来た木はほかの行政がやりますと。 

【委員】それぞれの事業というのがあるのでしょうけれども、そこの連携が、恐らく北

海道的には重要なのではないかと思ったものですから。 

【委員長】もう一方で北海道総合開発計画みたいのがあって、あるいは道の開発計画が

ある中で、そういうことは連係プレーでやっていくというような組み込み方はできま

せんかね。つまり、あまりにも杓子定規に、川から出た流木は河川の方が処理します
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というのではなしに。現地が困っていることなので。 

【事務局】もう少し補足させていただきますと、河川の中の流木をという話については

今説明したとおりなのですけれども、一帯の河口域全体、河口を含めて海岸域を含め

てそれぞれたまっている流木をどこから出すかというときに、河川サイドで搬出路を

整備することによって、それがみんなで使えるというやり方もあります。そこは地先、

地先での情報共有と連携はあり得ると考えております。 

【委員長】ぜひそれは、それこそ新しいワンステップ上の行政をお願いしたいですよね。

論の中で。 

【委員】専門家の先生ばかりなのでハード議論がいろいろあって、そこは僕らのわから

ない話なのですが、今の○○先生（委員）の話は、川ではなくて山からの話になって

しまうと思うのです。山で切りっ放しの木がどんどん流れてくるとか、山の管理の方

から入ってきて、下流の市町村がそこを請け負わなければいけないという話があるの

で、そういういろんな話があろうかと思います。 

  あとは、今回の話は、国の機関である開発局と道が入っている。十勝あたりのお話

を聞くと、名もなき沢が大きな川をなしていってしまうという、そっちは市町村の話

に管理がなってくるというお話も聞いておりますので、その辺の行政の連携がこれか

らどううまくやっていただけるのかが大きな問題だと思っております。農業サイドか

ら言えば、委員長から、野菜の値段が上がったぐらいでは東京の人には通じないぞと

いうお話がありましたが、北海道から都府県への農畜産物の移出というのは年間三百

数十万tあります。秋にかなり集中するのですが、簡単に言えば1日に1万tを、JRなり

トラックなり船なりの物流で都府県に運んでいるという状態がありますので、日本の

食料基地としての大きさというのを、我々もしっかりと言っていこうと思っておりま

す。 

  今回の話は、ハード面だけではなくてソフト面を含めて、先ほど霞堤の利害調整と

いうのがありましたが、今回いろいろ起こったというのも、昔からあるというのも聞

いておりますので、それぞれ生産現場、地域住民を巻き込んで、減災の対策協議会み

たいのが先ほども事例として出されておりましたが、そこら辺をどう使って共有でき

るかが非常に大きいと思います。今回いろいろまとめられた後、実際にどう進めてい

くかが一番大きな話だと思いますので、そこは今回の大災害を含めての話を忘れない

うちに早く、地域の中で減災なりの協議会の活動を活発化させていくことが一番大事

だと思っています。 

  それから、今回の復旧の話で私が聞いているのは、全道で大体600haぐらいの農地が

まさしく河原のようになってしまったと。これを今度復旧させるときに、土木の技師

がマンパワーとして少なくて何年もかかるのですが、農家の方が離農しないで営農を

持続させるという意味では、いついつまでにこんなことができるよということを迅速

に伝えてあげないと、打ちひしがれた心がなかなか営農の方に向かっていかないので
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す。そこら辺のマンパワーが少なくなってきているのではないかという話もお聞きし

ますので、その辺のところもしっかりと対応していただければと思ってございます。

よろしくお願いします。 

【委員長】技術及び情報発信、行政の仕組み、行政の協力関係、全部にわたってワンラ

ンク上げないと、どれも解決しないですね。今日○○委員が見せてくれたCバンドレー

ダーで見たら、地上雨量とあまり合わなかったでしょう。今はCバンドレーダーのMP化

に向かっていますので、XバンドMP化ではなくてCバンドMP化とか、あるいはフェーズ

ドアレイレーダーの早期設置を狙う。 

あるいは流木の話が出ましたら、例えば九州の白川で昔やったのは、成功したかど

うかだけれども、流木だまりを何カ所かつくった。ちょうどカーブするようなところ

に流木が来ると流木だけを集めてしまうたまりを作って、できるだけ下流に流木を行

かせないようにする仕組みをつくったというのがあるし、川の木及び流木を効率良く

処理するのに、肥料にしてしまう亜臨界水処理技術というのがあって、これに鶏ふん

とか豚のふんを入れてしまうとそのまま肥料になってしまうというのがあるのだけれ

ども、実際にやろうとしたら、いろんな制約があってなかなか現実にならない。 

  もう一つ言うと、私はリバーテクノ研究会というところの技術顧問をやっているの

ですけれども、中小河川向きの、そんなにお金のかからない例えばモバイルレビーだ

とか、土のう工法だとか、堤防の裏法を安く強化するソイルセメントだとか、いっぱ

い技術は出ているのだけれども、いざ使おうとしたら実績がないといって全部採用さ

れないのが日本中の現状で、これを積極的に北海道が使い込んでいく。うまくいかな

いところもあるかもしれないけれども、日本中どこも使わないのなら、北海道が先進

的に使ってみるとか。中小河川堤防強化工法みたいなやつもぜひ。ここには道の方も

おられると思うので。 

それから、道の方も自治体の方も、堤防点検士だとか河川維持管理士試験をしっか

り受けてもらう。この2年間、全国で三千人及び二千何百人がそういう点検士などを受

験しましたけれども、全国自治体のエンジニアで受けた人はゼロ人なのです。これで

自治体の方とどうやって議論していくのかと。別に道だけを言っているのではないで

すよ。日本中そういう現状に対して、もっと堤防だとか河川維持の一般技術者のレベ

ルアップもやっていかないとだめだと思っています。 

  さあ、あと20分ほどあります。どうぞ。 

【委員】今ご意見を伺っている中で、入り口と言いますか基本認識として、今始まった

話ではないのです。要するに、国際的にはIPCCという場でものすごく議論されている

し、中央環境審議会も環境庁もやっています。それから、去年の11月に閣議決定もさ

れていて、特に洪水と内水と高潮、それから波浪でしたか、特に緊急性が高く危険性

が高くて、さっき偏差とか確実性と言いましたけれども、確実性も高いという評価が

国としてされているというところをスタートにしないと、北海道でそこをゼロからや
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るというのではなくて。むしろ、さっき○○先生（委員）がおっしゃったように、よ

り研究が進んできて、海面温度のシナリオによらず、北海道は特に影響を受ける。し

かも地域におろして、何が起こるかを検討できるようになったという認識は広く共有

しないと、入り口があまり理解できてもらえないので、そこは明確にした方が良いの

ではないかなというのが1点です。その中でも特に、安全度が下がるということが言わ

れているわけです。今までと違う事態に入っていく。だからどうするのかという、そ

こが入り口として、世の中との議論とかいろいろあると思いますから、非常に重要で

はないか。 

  もう一つは、今も○○先生（委員）がおっしゃったのですが、地域から見ると、国

が管理している河川、道が管理している河川、市町村がやっている河川というのはあ

まり関係ないのです。今回、水防法が改正されて、内水も対象になった。あるいは、

実際事が起きるときも身近なところから起きていて、小さな川、中ぐらいの川、大き

な川と。そういう意味でリスクをきちっと評価し直さないと、今の流木の問題も解決

しないことになる。見る単位をもう一回見直そうという、その辺は明確にして考えて

いくということが重要ではないか。 

  もう一つ、先ほどから土地利用、二線堤、霞堤の議論も出ているのですが、日本で

は避難がうまくいかないのです。もっと言うと、最近別な場で議論しているのですが、

避難訓練をすればみんなが助かるというのは幻想なのです。避難しても逃げれない人

がいるわけです。利根川と荒川の資料が出ていましたけれども、もし避難しなければ

このブロックでは500人が亡くなりますというような、そういう伝わる、厳しいリスク

もきちっと示さないと、先ほどの土地利用の議論にもつながっていかないので、こう

いう機会にぜひそういうことも進めていただければと。 

  そういう意味では、ソフトというのは土地利用とか避難ですけれども、その可能性

と限界、ハードの方も可能性と限界。さっき糠平ダムの話もされましたけれども、川

幅を広げるとか、既存のダムをどこまで伸ばせるのかとか、あるいは場合によったら

新規の遊水地だとかダムだとか、そういう可能性と限界みたいなものもあわせて組み

合わせて評価するプロセスが要るのではないか。そんな道筋でぜひ進めていただいて、

最後には地域と、道庁も開発局も、計画を一緒になってどういうふうに進めていくか

を考えていく。 

さっき○○先生（委員）がおっしゃっていた、24時間で排水できるようなというの

はものすごく重要で、どんなに雨が降っても24時間で排水できるような仕組みの要素

を入れていく、そんな進め方ができると、将来に向けてこの水防災の対策というのは

ものすごい有効になっていくのではないかと思います。 

【委員長】今、○○さん（委員）が言われたのは全部メモしましたよね。その中で私が1

つ強調しておきたいのは、国である開発局と道が手をつないで、より有機的な効率の

良い治水計画をつくれるか。ここが大事なことです。全部大事なことを言われたので
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すが、せっかく開発局と道が一緒に委員会をやっている一つのキーポイントですので、

ここは強調して残してください。 

  では、次お願いします。 

【委員】今日の議論を聞かせていただきまして、生産空間というのは北海道にとりまし

て、もちろん農地でもあり、ある意味、人が住んでいる居住地でもあり、観光地でも

あるということで、非常に大事な資源だと思っています。その中で今回こういう治水

対策、河川管理、方向性を議論していくというのは非常に大事なことで、今日とりま

とめていただいております骨子案をできるだけ速やかにとりまとめて、具体的な方策

につなげていただきたいと思います。 

  ハード対策をどんどん進めていただきたいとは思うのですけれども、今、○○先生

（委員）からお話がありましたように、もちろん財政の制約もありますし、そんな中

でいかに優先順位をつけていくかというのがもちろん大事だと思っています。本日の

資料の中には、いろんなソフト対策も書かれております。私はこれは非常に重要なこ

とだと思っていまして、翻ってみると我々住民は、これまで治水管理、河川に対する

認識があまり高くなかったというのが正直なところだと思います。ある意味、川は近

づいてはいけないもの、さわってはいけないもの、勝手に木を切ってはいけないもの、

砂利だって取ってはいけないもの。そんなイメージが強かったのだろうなと。 

今回、砂利採取、樹木利用の規制緩和的なことも打ち出していただいておりますし、

こういったことを通じて、我々一般住民がもっともっと河川を身近に感じていく対策

をぜひ広範に進めていただきたい。それが結果的に河川のリスクに対する認識にもつ

ながるのだろうなと。リスクばかり主張しても、怖いものだ、そんなことは考えたく

ないと耳をふさぎたくなってしまう感情もありますので、身近に感じつつリスクもし

っかり認識できるように、町内会と連携をとって説明会を開いていただくとか、電柱

に浸水深のマークをつけるなんていうのは、日ごろから目にする、非常に良い対策だ

なと思っていますので、ぜひソフト対策も進めていただければありがたいと思います。 

【委員長】昨日、国交省の水資源部の人たちと話していて、水循環基本法というのがで

きて、公募がかかっています。水循環基本法の精神に則ったいろんな研究事業をやっ

てみたいという自治体に対して公募がかかっていますけれども、ぜひ北海道は手を挙

げていただいて。道が手を挙げるのか、市のレベルなのか、あるいは十勝とか帯広の

あたりの話なのか。それが干ばつだとか、地下水利用をどう適正化していくかとか、

あるいは表のダムではなくて地下ダムなんていうのもあり得ることで、そういうこと

を研究していくための研究公募が出ていますので、ぜひ積極的に自治体の方はチャレ

ンジされることをお勧めします。 

【委員】国とか道では今回の洪水の経験で、その経験を生かしてこれからもやっていこ

うということで、人材バンクとかそういうのを作っていると思うのです。市町村は、

局地的に雨が降るところは経験しますけれども、降らないところはずっと経験しない
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でいきなり洪水が来る。そうすると、経験というのが非常に重要になってきます。経

験していないところの自治体の人が水害について考えるときに経験というのは物を言

いますので、そういった経験者をリストアップしていただいて、ほかの市町村の方が

そこに簡単にアクセスできるとか、そういった人材バンクというか、人材の育成も重

要なのかなと思っています。 

【委員長】そうですね。より具体的にはどうすれば良いでしょうか。 

【委員】具体的には、市町村が独自にやるのは大変なので、例えば道が音頭をとって、

今回市町村で対応とられた方の、個人名が良いのかどうかわかりませんけれども、ど

ういった対応をとったかということを登録していただく。そういう各自治体がアクセ

スできるデータバンクみたいなのがあって、そこに各市町村が自由にアクセスできる

というものが良いのかなと思っています。 

【委員長】一つの提案ですので、検討を今後お願いします。 

【委員】今回の水害で犠牲者が出ているのは橋梁だと思うのです。2003年の日高の洪水

のときもそうです。この委員会の結論として、犠牲者が出ているような災害に対して

どういうメッセージを出すのかとか、対策があるのかということがかなり関心を持っ

て見られていると思うので、道、国、あと行政の連携ということであると、道路管理

者との情報共有などの連携で、どういうふうに通行止めにするとかについてもうちょ

っと踏み込む。許可工作物への対応を見ますと、ここは社会的な関心がかなり強いと

ころなので、もう少し具体的なものに踏み込んでつくられた方が良いのではないかと

思います。 

【委員】1つだけ土地利用ということについて、先ほども○○先生（委員）が言われてい

ましたけれども、実は人的被害があったのは老人ホームみたいな施設ですよね。土地

利用というのは、被害がある地域、例えばここに危険市街地域とかがあるのですけれ

ども、そういう地域にはできるだけそういう施設を置かないとか、これは管轄の問題

があるのかもしれませんけれども、そういうことも考えておく必要があるのではない

でしょうか。 

【委員】日本で土地利用とリンクしている制度は、建築基準法の災害危険区域と津波防

災地域づくり法の津波の危険区域。もう一つは土砂法です。それ以外は全くありませ

ん。知ってもらうということすらない。津波防災地域づくり法と土砂法は、土地の売

買のときに、ここはこういう危険区域ですよということを言わなければいけないとい

う程度。ですから、ほとんどリスクとは無関係に土地利用がなされている。それをど

うするか。残念ながらそこから始めなければいけないということだと思います。アメ

リカですと災害の保険料率とリンクさせていますし、地震なんかも県とか地域で変え

ていますから、例えばそういうところで土地利用とリンクしていくということもあり

得ると思います。 

【委員長】津波のときに高台移転の件でいろいろ相談を受けて、高台移転しようと思っ
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たら、地主さんが1haに何千人といて、明治の初めから村の共有地になっていた。これ

は岩手県の話ですけれども、何千人の判子をもらわないと高台移転ができないという

ことで、何とかできないかと思ったけれども、結局民法の壁が厚くて、民法というの

はほとんど変わらない法律ですので、緊急時の対応をどうするかを研究レベルではや

り続けなければだめだと思います。あるいは代替措置を考えるというのはあるのです

けれども、法律すれすれみたいな世界になってしまって難しいところがあると思いま

す。 

【委員】すみません、私の表現が否定的だったのですが、今言ったことがようやくここ

10年、15年ぐらいでできるようになってきて、ものすごく勾配が上がってきているの

です。今まではほとんどできなかった。そういう意味で、今回の検討の延長線上では、

可能性が世の中全体として出てきている。これは申し上げなければいけない。 

【委員長】どうぞ。 

【委員】先ほど○○委員とか○○委員がおっしゃったように、地域住民を巻き込むとい

うのがすごく重要だと私も痛感しています。樋門の操作を地域住民の方が見回るなど、

こういったことを考えるようにどんどんしていくのが非常に重要だと思うのです。 

  もう一つ思うのは、実は農家というのは重機を持っておられて、土木的な感覚とい

うのが非常にあって、自分で小さな堤防ぐらいは築いてしまうということを従来はや

っていたのです。特に帯広の場合は、北海道でも唯一、民間で入植してきた人たちが

たくさんいて、あまり官に頼らないという伝統がもともとあったのです。でも、官の

人たちが、俺たちが守ってやるからおまえらは黙っていろという雰囲気が、住民の人

たちを洪水や川から遠ざけてきたという事実が実はあるのではないかという気がして

います。そういう行政の姿勢もぜひ考えてもらったら良いのではないかと思います。 

【委員長】それはビッグテーマですね。要するに、深層心理に入り込んでしまっている

やつをどう意識改革するか。 

それから、スマートフォンを利用した情報提供について、言葉は良いのですけれど

も、今までの私の研究の中で、人口数万以内のところで情報が飛び交うかというと、

飛び交っていないのです。鬼怒川もそうだし、兵庫県の福知山市、豊岡市でビッグデ

ータになり得るかと思って、公の組織と一緒に情報がどう流れたかを調べたことがあ

るのですけれども、本当に情報が飛んでいないのです。住民が経験した情報を出して

いるかというと、出していないのです。 

100万人以上ぐらいいる地域で災害があると、ものすごい情報が飛び交うのですけれ

ども、数万スケール以下のところで情報が出るかというと、出てこないのです。それ

も、夜に災害があったりすると、ほとんどデータはないのです。よくビッグデータを

解析してなんて言っていますけれども、東京とかああいうところのレベルならあり得

るけれども、それ以外はビッグデータになんてならないのです。その中で情報をどう

やって伝えるかが難しいところなのです。反対はしないけれども、ワンランク上げな
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いと情報は行ったり来たりしない。そこは研究としてぜひお願いしたい。 

【委員】雨に関してですが、融雪出水は北海道ではトップ10の中に入ってくる重要なイ

ベントなので、先ほど○○さん（委員）がおっしゃられた利水のところにも関わるの

ですが、事前放流なども含めまして、夏版と融雪出水版、両方の検討を頭に入れてお

かないといけないと思います。 

【委員長】水利権の問題もあるのでしょう。新潟で、田植え、代かきするころに水がた

っぷり必要なのだけれども、今は融雪が早くなってしまって、融雪が早くなったのな

ら早く田植えすれば良いではないかと思うと、気温はそんなに上がっていないから、

そんなに早く代かき、田植えはできない。だけれども、融雪だけは早まってしまって

いるのでどうにもならない。そこのところのもどかしさというか、仮に水利権を移動

させたとしても、そのころに田植えができるわけではない。米作地帯で適切な水が少

なくなってきている。 

  どうぞ。 

【委員】今の田植えの水の話なのですが、時間軸をよく認識しなければいけないと思い

ます。最近は、今はお金がないからやらない、できないと言うのですが、この話は10

年、20年、30年、40年ということで、それこそ帯広で依田勉三さんなどの方々が財産

を築いたものを、逆に言うと安全度を下げていく。もっと言うと、年金議論と同じで、

何もしなければ次の世代にマイナスだけ残すことをどう防いでいくかという基本的な

問題認識を持たないといけないと思います。そういう時間スケールを検討の中でも明

確にして進める必要があるのではないか。新潟の議論のときに、まさにそういう議論

をちょっとしていますので。 

【委員長】大体5時になりましたのでそろそろ締めます。今日は、皆さんからいろんな前

向きな良い意見を言っていただきました。事務局がどうまとめるかというのは大変だ

と思いますけれども、そこが行政の腕の見せどころかと思います。どれもこれも一長

一短にぱっぱっとできるような話でもない。じっくり構えなければいけないものもい

っぱいあると思います。その辺のロードマップの仕切りを事務局がその骨子をよくま

とめていただくようにお願いいたします。 

  では、私の座長としての役目は終わりまして、事務局にお返しいたします。 

【事務局】ありがとうございました。委員の皆様には、本日は長時間にわたってご審議

いただき、ありがとうございます。第3回目は来年の2月27日の午後を予定してござい

ます。今日いただいた意見を踏まえて、最終の案を提示させていただきます。それで

は、以上をもちまして第2回平成28年8月北海道大雨激甚災害を踏まえた水防災対策検

討委員会を終了させていただきます。どうもありがとうございました。 

 


